
は
じ
め
に

　

獅
子
を
伴
う
民
俗
芸
能
は
、
伎
楽
・
舞
楽
系
統
、
伊
勢
大
神
楽
系
統
、
東
北
地
方
を
中
心
と
し
た
山
伏
系
の
獅
子
神
楽

な
ど
全
国
的
に
分
布
し
て
い
る
が
、
八
王
子
市
内
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
獅
子
舞
は
東
日
本
を
中
心
に
分
布
す
る
風
流
系
の

獅
子
舞
で
あ
る
。
一
人
の
演
者
が
一
頭
の
獅
子
に
扮
し
三
頭
以
上
一
組
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
一
人
立
ち
獅
子
舞
」

と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、「
獅
子
」
と
称
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
頭
は
龍
、
鹿
、
猪
、
麒
麟
、
熊
な
ど
空
想
上

の
動
物
か
ら
実
際
に
存
在
す
る
動
物
ま
で
多
種
多
様
で
あ
り
、「
獅
子
舞
」
で
は
な
く
「
シ
シ
舞
」
と
称
す
る
場
合
も
あ
る
。

本
稿
で
扱
う
八
王
子
市
内
の
獅
子
舞
は
、
三
頭
一
組
の
一
人
立
獅
子
舞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
三
匹
獅
子
舞
」
と
表
す
こ
と

と
す
る
。

　

三
匹
獅
子
舞
の
研
究
は
、
柳
田
國
男
も
関
心
を
持
ち
、
民
俗
学
の
創
始
よ
り
関
心
の
持
た
れ
て
い
た
分
野
で
あ
る
。
伊

藤
純
は
鈴
木
通
大
の
指
摘（

1
）を
踏
ま
え
て
「「
三
匹
獅
子
舞
」
研
究
の
多
く
は
芸
能
史
研
究
あ
る
い
は
起
源
論
に
拠
る
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
大
き
な
成
果
を
得
た
と
い
え
る
。」（
伊
藤　

二
〇
一
〇
：
一
）
と
、
三
匹
獅
子
舞
研
究
史
を
総
括
し

【
論
文
】

八
王
子
市
の
三
匹
獅
子
舞
概
況

高
久
　
　
舞
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て
い
る
。
そ
の
上
で
伊
藤
は
、
①
「
三
匹
獅
子
舞
」
の
基
礎
研
究
②
風
流
踊
り
・
太
鼓
踊
り
と
の
比
較
分
析
③
伎
楽
舞
楽

系
獅
子
舞
と
の
関
連
の
検
討
の
必
要
性
を
訴
え
て
お
り
、「
芸
能
史
的
観
点
・
民
間
信
仰
的
観
点
・
社
会
的
観
点
か
ら
そ
の

全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。」（
同
：
五
）
と
指
摘
す
る
。

　

三
匹
獅
子
舞
の
フ
ィ
ー
ル
ド
報
告
は
、
一
九
九
七
年
に
大
村
達
郎
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
大
村　

一
九
九
七
）。

大
村
の
仕
事
以
降
も
各
自
治
体
の
報
告
書
や
自
治
体
史
で
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
伊
藤
や
鈴
木
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
三

匹
獅
子
舞
の
全
貌
は
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
鈴
木
は
そ
の
要
因
を
「
こ
の
民
俗
芸
能
が
東
日
本
に
分
布
し
て

い
る
だ
け
と
は
い
え
、
そ
の
諸
相
が
あ
ま
り
に
複
雑
な
の
で
、
そ
の
実
態
を
精
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
」（
鈴
木　

二
〇
〇
八
：
五
二
）
背
景
が
あ
る
た
め
だ
と
す
る
。
ま
た
、
栃
木
県
や
埼
玉
県
、
神
奈
川
県
相
模
原
市
な
ど
一
部
の
地
域

で
集
中
的
に
資
料
収
集
さ
れ
て
い
る
一
方
で
フ
ィ
ー
ル
ド
報
告
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
、
も
し
く
は
デ
ー
タ
が
古

い
場
合
も
多
い
。
三
匹
獅
子
舞
研
究
を
行
う
上
で
の
基
礎
資
料
が
未
だ
不
足
し
て
い
る
状
況
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
今
後
の
三
匹
獅
子
舞
研
究
に
寄
与
す
る
た
め
、
八
王
子
市
内
の
三
匹
獅
子
舞
の
概

況
を
先
行
研
究
お
よ
び
報
告
書
を
用
い
て
改
め
て
ま
と
め
た
上
で
、
市
内
に
限
定
す
る
が
そ
れ
ぞ
れ
を
比
較
し
若
干
の
考

察
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
、
市
内
の
分
布
状
況
と
各
獅
子
舞
の
概
況

　

八
王
子
市
内
で
は
、
現
在
八
団
体
が
三
匹
獅
子
舞
を
継
承
し
て
お
り
、
一
団
体
が
中
断
し
て
い
る
。
九
団
体
の
獅
子
舞

は
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
市
の
無
形
民
俗
文
化
財
（
郷
土
芸
能
）
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
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平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
刊
行
の
『
八
王
子
市
文
化
財
調
査
研
究
報
告
書
』（
八
王
子
市
文
化
財
保
護
審
議
会
編
）
に
お
い

て
由
来
や
内
容
な
ど
が
簡
潔
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
調
査
報
告
と
し
て
は
八
王
子
市
史
編
さ
ん
事
業
の
『
新
八
王

子
市
史
民
俗
調
査
報
告
書
』（
八
王
子
市
市
史
編
集
専
門
部
会
民
俗
部
会
編　

二
〇
一
二
、
二
〇
一
三
、
二
〇
一
五
）、『
新

八
王
子
市
史　

民
俗
編
』（
八
王
子
市
市
史
編
集
委
員
会
編　

二
〇
一
七
）、
金
子
哲
也
に
よ
る
南
多
摩
の
獅
子
舞
の
調
査

報
告
（
金
子
哲
也　

一
九
八
九
）
が
あ
る
他
、
八
王
子
市
を
は
じ
め
多
摩
地
域
の
獅
子
舞
を
長
年
調
査
し
て
い
る
石
川
博

司
が
、
市
内
の
各
獅
子
舞
を
詳
細
に
ま
と
め
て
い
る
（
2
）。
ま
た
、
石
川
龍
頭
の
舞
で
は
記
念
誌
を
定
期
的
に
刊
行
し
て
お

り
、
伝
承
者
側
か
ら
ま
と
め
た
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
参
考
に
各
団
体
で
伝
え
ら
れ
る
獅

子
舞
の
概
況
を
確
認
し
て
い
く
。
太
刀
や
棒
を
使
い
演
舞
を
お
こ
な
う
者
の
名
称
は
各
団
体
で
異
な
る
が
、
便
宜
上
小
見

出
し
で
は
「
太
刀
使
い
」
と
記
す
。
ま
た
、
記
述
順
は
伝
承
地
の
近
い
も
の
を
ま
と
め
て
順
に
記
し
た
。
な
お
、
本
稿
で

は
音
曲
の
分
析
は
行
わ
な
い
た
め
、
獅
子
歌
の
歌
詞
や
笛
の
唱
歌
は
省
略
す
る
。

（
一
）
石
川
町
竜り
ゅ
う
と
う頭
の
舞
（
石
川
町
）

①
伝
承
組
織　

旧
石
川
村
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
発
足
年
は
不
明
で
あ
る
が
現
在
は
石
川
町
御
嶽
神
社
龍
頭
の
舞
保
存
会

が
伝
承
母
体
で
あ
る
。

②
伝
承
地
と
時
期　

旧
石
川
村
は
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
に
小
宮
村
と
な
っ
た
。
現
在
の
小
宮
地
区
石
川
町
で
、
東

部
は
日
野
市
と
接
す
る
。
獅
子
舞
は
石
川
町
の
西
蓮
寺
と
御
嶽
神
社
で
奉
納
さ
れ
る
。
近
世
は
西
蓮
寺
境
内
社
御
嶽
権
現

で
あ
っ
た
。
明
治
に
入
り
、
御
嶽
神
社
の
祭
礼
に
合
わ
せ
て
九
月
一
九
日
に
行
わ
れ
た
が
、
現
在
は
一
九
日
に
近
い
土
曜
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日
、
日
曜
日
に
日
程
が
移
っ
て
い
る
。
土
曜
日
の
宵
宮
で
は
、
西
蓮
寺
と
御
嶽
神
社
で
、
日
曜
日
は
御
嶽
神
社
で
奉
納
す

る
。
御
嶽
神
社
の
舞
場
は
四
隅
に
し
め
縄
を
張
っ
た
竹
を
立
て
る
。

③
由
来　

天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
に
西
蓮
寺
境
内
社
御
岳
権
現
の
落
成
を
祝
っ
て
舞
っ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。
金

子
報
告
で
は
「
天
正
元
癸
酉
年
（
一
五
七
三
）
二
月
十
八
日
西
蓮
寺
開
山
権
大
僧
都
頼
重
和
尚
に
よ
り
堂
宇
が
再
建
さ
れ

そ
の
落
成
記
念
に
村
の
若
者
に
よ
り
舞
わ
れ
た
の
が
始
ま
り
」（
金
子　

一
九
八
九
：
九
三
）
と
詳
細
に
記
し
て
い
る
。

④
獅
子
の
道
行
き　

西
蓮
寺
で
の
奉
納
の
後
に
行
わ
れ
る
道
行
き
の
順
番
に
つ
い
て
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
が
、
獅
子
、

笛
方
、
サ
サ
ラ
摺
り
、
歌
方
、
太
刀
使
い
、
剣
使
い
、
棒
使
い
か
ら
な
る
。
道
中
で
は
、
道
中
笛
を
吹
き
、
鳥
居
の
前
で

ほ
め
歌
を
歌
う
（
八
王
子
市
文
化
財
保
護
審
議
会
編　

一
九
九
三
）。

⑤
演
目
と
構
成　
「
藤
掛
り
」「
大
狂
い
」「
剣
掛
り
」「
花
掛
り
」「
摺
違
い
」「
毬
掛
け
」「
三
拍
子
」「
竿
掛
り
」「
雌
獅
子

掛
り
」「
太
刀
掛
り
」「
帯
掛
り
」「
笹
掛
り
」「
飛
違
い
」
が
あ
る
が
、
こ
の
内
、「
竿
掛
り
」「
笹
掛
り
」「
帯
掛
り
」
は
石

川
報
告
に
よ
る
と
現
在
は
演
じ
ら
れ
て
い
な
い
（
石
川　

二
〇
一
一
c
）。
す
べ
て
の
舞
に
唄
が
伴
う
。「
花
掛
り
」
で
は

六
人
の
サ
サ
ラ
摺
り
が
舞
を
舞
い
な
が
ら
サ
サ
ラ
を
摺
る
（
金
子　

一
九
八
九
）。

　

雄
獅
子
は
巻
角
二
本
の
大
頭
と
細
角
二
本
の
中
頭
で
、
雌
獅
子
は
宝
珠
を
い
た
だ
く
。
三
頭
と
も
に
黒
塗
り
で
あ
る
。

サ
サ
ラ
摺
り
の
花
笠
は
丸
く
、
赤
布
の
幕
を
張
り
顔
は
隠
す
。
弊
負
は
ひ
ょ
っ
と
こ
面
を
着
け
て
手
ぬ
ぐ
い
で
頬
被
り
を

し
、
手
に
は
五
色
の
御
幣
を
つ
け
た
笹
だ
け
を
持
つ
（
石
川　

二
〇
一
一
c
）。

⑥
太
刀
使
い　

太
刀
使
い
二
人
、
剣
使
い
一
人
、
棒
使
い
二
〇
名
ほ
ど
で
構
成
さ
れ
る
（
八
王
子
市
文
化
財
保
護
審
議
会

編　

一
九
九
三
）。
年
少
組
と
年
長
組
に
別
れ
、
棒
対
棒
、
棒
対
木
刀
、
棒
対
太
刀
、
太
刀
対
太
刀
な
ど
で
演
舞
を
行
う
。
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演
目
は
「
お
い
な
げ
」「
ひ
っ
さ
げ
」「
た
ち
も
み
」「
う
け
ぼ
う
」「
は
ず
し
」「
つ
る
の
い
っ
そ
く
」
が
あ
る
（
石
川　

二

〇
一
一
c
：
三
五
）。

（
二
）
梅
坪
の
簓さ

さ
ら

獅
子
舞
（
梅
坪
町
）　
※
中
断

①
伝
承
組
織　

昭
和
一
〇
年
代
ま
で
村
の
若
者
達
が
担
っ
て
い
た
が
、
徴
兵
に
よ
り
休
止
し
た
。
そ
の
後
昭
和
四
七
年
（
一

九
七
二
）
の
天
神
神
社
社
屋
新
築
の
折
に
奉
納
さ
れ
て
以
来
中
断
し
て
い
る
。
八
王
子
市
文
化
財
保
護
審
議
会
報
告
で
は
、

最
後
の
奉
納
を
昭
和
四
四
年
と
し
て
い
る
（
八
王
子
市
文
化
財
保
護
審
議
会
編　

一
九
九
三
）。
石
川
報
告
に
よ
る
と
戦
後

は
中
断
す
る
ま
で
細
々
と
続
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
石
川　

二
〇
一
二
）。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
市
内
の
獅
子
舞
の

中
で
は
唯
一
保
存
会
を
発
足
し
て
い
な
い
。

②
伝
承
地
と
時
期　

梅
坪
町
は
加
住
地
区
（
旧
加
住
村
）
の
東
部
に
位
置
す
る
。
近
世
で
は
ほ
ぼ
同
じ
範
囲
が
梅
坪
村
で

あ
っ
た
。
現
在
中
断
し
て
い
る
た
め
、
伝
承
地
と
時
期
は
中
断
以
前
の
報
告
と
な
る
。『
新
編
武
蔵
野
国
風
土
記
稿
』
で
は
、

天
神
神
社
は
九
月
二
五
日
を
祭
礼
日
と
し
て
い
る
が
、
戦
前
は
梅
坪
の
氏
神
で
あ
る
四
月
一
五
日
の
祭
礼
時
に
奉
納
し
て

い
た
。
祭
礼
前
の
一
週
間
で
数
件
の
民
家
を
巡
っ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
門
付
け
の
よ
う
な
形
態
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
（
八
王
子
市
文
化
財
保
護
審
議
会
編　

一
九
九
三
、
石
川　

二
〇
一
二
）。
獅
子
宿
で
あ
る
個
人
宅
で
準
備
し

た
後
、
社
務
所
で
支
度
を
行
っ
て
か
ら
神
社
境
内
で
演
舞
を
奉
納
し
た
。
境
内
で
は
、
本
殿
の
前
に
四
本
の
竿
竹
を
立
て
、

四
方
に
し
め
縄
を
張
っ
た
舞
場
で
行
わ
れ
た
（
八
王
子
市
市
史
編
集
委
員
会
編　

二
〇
一
七
）。

③
由
来　

い
ず
れ
の
報
告
に
お
い
て
も
室
町
か
ら
戦
後
時
代
、
永
禄
年
間
こ
ろ
に
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
文
書
な
ど
は
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残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詳
細
な
伝
承
も
な
い
。

④
獅
子
の
道
行
き　
『
新
八
王
子
市
史　

民
俗
編
』
で
は
「
先
頭
に
笛
方
七
名
ほ
ど
、
獅
子
、
サ
サ
ラ
摺
り
六
名
、
弊
負
、

関
係
者
が
続
い
た
」
と
あ
る
（
八
王
子
市
市
史
編
集
委
員
会
編　

二
〇
一
七
：
四
三
八
）。
し
か
し
、
昭
和
四
二
年
刊
行
の

『
八
王
子
市
史　

下
巻
』（
八
王
子
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
八
〇
）
で
は
、
世
話
人
、
太
刀
掛
け
、
山
の
神
、
花
笠
、

獅
子
、
笛
方
の
順
が
示
さ
れ
て
い
る
。
世
話
人
は
関
係
者
、
山
の
神
は
弊
負
、
花
笠
は
サ
サ
ラ
摺
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
の
順
序
は
ほ
ぼ
真
逆
で
あ
る
。

⑤
演
目
と
構
成　
『
八
王
子
市
史　

下
巻
』
で
は
、「
ふ
ぢ
が
か
り
」「
ふ
み
ち
が
い
」「
花
が
か
り
」「
竿
が
か
り
」「
剣
が

か
り
」「
女
獅
子
か
く
し
」「
す
り
ち
が
い
」「
毬
が
か
り
」「
笹
が
か
り
」「
三
拍
子
」「
大
く
る
い
」「
太
刀
が
か
り
」
が
演

目
と
し
て
記
さ
れ
、
各
演
目
に
歌
わ
れ
る
歌
詞
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。『
新
八
王
子
市
史
民
俗
調
査
報
告　

第
四
集　

八
王

子
市
北
部
地
域　

加
住
の
民
俗
』
で
は
、「
お
び
が
か
り
」
の
演
目
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
『
八
王
子
市
史　

下
巻
』

の
ど
の
演
目
に
相
当
す
る
の
か
明
確
で
は
な
い
。

　

獅
子
頭
は
現
在
も
梅
坪
町
会
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
大
頭
と
二
番
頭
が
雄
獅
子
で
、
大
獅
子
は
大
ぶ
り
の
角
、
二
番

頭
は
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
た
角
で
あ
る
。
女
獅
子
に
は
宝
珠
が
つ
き
、
頭
の
毛
は
金
鶏
鳥
の
羽
根
を
用
い
た
。
弊
負
は
面
を

被
り
、
団
扇
を
持
つ
。
サ
サ
ラ
摺
り
の
花
笠
は
丸
輪
で
四
個
重
ね
と
二
個
重
ね
を
分
け
て
吊
る
し
、
幕
を
垂
ら
す
（
石
川　

二
〇
一
一
c
）

⑥
太
刀
使
い　

梅
坪
で
は
「
太
刀
掛
け
」
と
称
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
八
王
子
市
史　

下
巻
』
に
記
さ
れ
た
獅
子
の
道

行
き
で
は
「
太
刀
掛
け
」
の
記
載
が
あ
る
た
め
、
太
刀
使
い
は
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
演
舞
だ
っ
た
の
か
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は
い
ず
れ
の
報
告
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
な
お
、
演
目
に
あ
る
「
太
刀
掛
か
り
」
は
獅
子
舞
の
演
目
で
あ
り
太

刀
使
い
の
演
舞
で
は
な
い
。

（
三
）
四
谷
の
竜り

ゅ
う
ず頭

舞
（
四
谷
町
）

①
伝
承
組
織　

旧
下
壱
分
方
村
の
四
谷
の
青
年
が
担
っ
て
き
た
。『
龍
頭
の
舞
300
周
年
記
念
誌
』
に
は
「
昔
か
ら
四
谷
組
が

獅
子
掛
か
り
、
諏
訪
宿
組
が
角
力
掛
か
り
と
分
担
が
決
ま
っ
て
い
た
」
と
あ
る
（
龍
頭
の
舞
300
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員

会
編　

二
〇
一
二
：
一
五
）。
獅
子
掛
か
り
と
は
獅
子
舞
、
角
力
掛
か
り
と
は
相
撲
の
こ
と
で
、『
武
蔵
名
勝
図
会
』
に
は

諏
訪
神
社
で
相
撲
興
行
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
相
撲
興
行
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
昭
和
四
五
年

に
四
谷
龍
頭
の
舞
保
存
会
が
発
足
し
た
後
、
現
在
で
も
獅
子
舞
は
保
存
会
と
四
谷
町
の
子
供
会
、
太
刀
使
い
（
太
刀
の
舞
）

は
諏
訪
町
太
刀
保
存
会
が
伝
え
て
い
る
。

②
伝
承
地
と
時
期　

四
谷
町
、
諏
訪
町
は
元
八
王
子
地
区
（
旧
元
八
王
子
村
）
に
属
す
る
。
元
八
王
子
地
区
は
、
旧
元
八

王
子
村
で
、
中
世
に
は
小
田
原
城
の
支
城
で
あ
る
八
王
子
城
が
築
城
さ
れ
た
。
城
下
町
が
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
八
王
子

城
落
城
に
伴
い
商
業
地
は
現
在
の
Ｊ
Ｒ
八
王
子
駅
か
ら
西
八
王
子
の
甲
州
街
道
沿
い
へ
と
移
さ
れ
た
。
獅
子
舞
が
奉
納
さ

れ
る
諏
訪
神
社
は
、
近
世
は
下
壱
分
方
村
（
現
・
諏
訪
町
、
四
谷
町
、
泉
町
）、
上
壱
方
分
村
（
現
・
上
壱
分
方
町
）、
大

楽
寺
村
（
現
・
大
楽
寺
町
、
叶
谷
町
）
の
総
鎮
守
で
、
明
治
以
降
も
旧
元
八
王
子
村
の
総
鎮
守
と
し
て
鎮
座
し
て
い
る
。

諏
訪
神
社
の
祭
礼
は
八
月
二
六
日
で
「
ま
ん
じ
ゅ
う
祭
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る（

3
）。

　

舞
場
は
諏
訪
神
社
の
境
内
で
、
三
間
四
方
の
四
隅
に
竹
を
立
て
し
め
縄
で
張
る
。「
庭
入
り
」
と
「
弊
掛
か
り
」
を
演
じ
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る
際
に
は
、
舞
場
の
中
央
に
御
幣
を
置
く
（
石
川　

二
〇

一
一
a
）（
写
真
1
）。

③
由
来　
『
江
戸
東
京
の
民
俗
芸
能
3　

獅
子
舞
』
に
よ

る
と
、
室
町
時
代
末
、
宝
積
院
に
日
蓮
宗
の
普
及
の
た
め

訪
れ
た
六
部
（
巡
礼
者
）
が
村
の
青
年
に
獅
子
舞
を
伝
え

た
こ
と
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
が
、
宝
積
院
は
真
言
宗

で
あ
り
記
録
も
な
く
、
四
谷
町
会
が
編
ん
だ
『
龍
頭
の
舞

300
周
年
記
念
誌
』
で
も
「（
由
来
は
―
筆
者
注
）
は
っ
き

り
し
な
い
」（
龍
頭
の
舞
300
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会

編　

二
〇
一
二
：
一
三
）
と
あ
る
。
獅
子
舞
が
伝
え
ら
れ

た
時
期
は
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、「
天
明
二
年
以
降
龍

頭
舞
諸
掛
覚
帳
」
と
記
さ
れ
た
『
万
掛
覚
帳
』
が
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
獅
子
舞
が
奉
納
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

④
獅
子
の
道
行
き　

宝
積
院
が
廃
寺
に
な
る
以
前
は
、
宝

積
院
か
ら
諏
訪
神
社
ま
で
道
行
き
を
行
っ
て
い
た
。
現
在

は
四
谷
会
館
か
ら
道
行
き
が
始
ま
る
。
明
治
初
期
か
ら
大

写真 1　2016年諏訪神社祭礼（筆者撮影）
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正
前
期
頃
に
は
、
獅
子
宿
は
宝
積
院
か
ら
当
地
の
名
主
宅
に
移
り
、
さ
ら
に
転
々
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
は
太
刀
宿

も
あ
っ
た
と
い
う
（
四
谷
龍
頭
の
舞
保
存
会　

一
九
八
二
）。
現
在
の
道
行
き
は
、
神
職
、
世
話
役
、
木
太
刀
掛
り
（
青

年
）、
真
太
刀
掛
り
（
壮
年
）、
棒
掛
り
（
少
年
）、
花
笠
（
少
女
）、
笛
掛
り
、
唄
、
弊
負
い
が
続
き
、
最
後
が
獅
子
の
順

で
あ
る
（
龍
頭
の
舞
300
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編　

二
〇
一
二
）。
か
つ
て
の
道
行
き
で
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
太
刀
が

手
合
わ
せ
を
行
い
、
神
社
到
着
後
、
鳥
居
前
で
も
演
舞
を
行
っ
て
か
ら
境
内
に
入
っ
た
と
い
う
が
（
同
：
一
五
）、
現
在
は

鳥
居
前
の
陣
馬
街
道
沿
い
に
締
め
竹
を
立
て
、「
四
方
固
め
」
と
し
て
棒
術
を
演
舞
し
て
か
ら
境
内
へ
と
入
る
（
石
川　

二

〇
一
一
a
）。

⑤
演
目
と
構
成　

演
目
は
「
庭
入
り
」「
弊
掛
り
」「
一
つ
返
り
」「
太
刀
掛
り
」「
弓
掛
り
」「
ま
り
掛
り
」「
岡
崎
」「
花
笠

廻
り
」「
鞨
鼓
」「
と
ら
れ
た
」
が
あ
る
が
、
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
庭
入
り
」「
弊
掛
り
」「
一
つ
返
り
」「
岡
崎
」

「
花
笠
廻
り
」「
鞨
鼓
」「
と
ら
れ
た
」
の
七
演
目
で
あ
る
。
獅
子
の
演
舞
に
は
唄
と
笛
が
つ
く
。

　

い
ず
れ
の
獅
子
も
口
元
に
髭
が
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
、
雄
獅
子
の
大
獅
子
は
白
髭
、
中
獅
子
は
薄
茶
色
の
髭
を
垂
ら

し
、
い
ず
れ
も
角
は
二
本
で
あ
る
。
雌
獅
子
は
宝
珠
の
後
ろ
に
金
の
一
本
角
で
、
茶
色
の
髭
で
あ
る
。
サ
サ
ラ
摺
り
の
花

笠
は
、
赤
色
の
布
に
覆
わ
れ
た
ま
じ
ゅ
う
笠
を
被
り
、
手
元
も
見
え
な
い
。
サ
サ
ラ
摺
り
の
は
長
さ
は
、
饅
頭
笠
に
飾
り

花
を
一
一
本
刺
し
、
幕
を
下
げ
る
（
石
川　

二
〇
一
一
a
）。

⑥
太
刀
使
い　

前
述
し
た
通
り
、
境
内
に
入
る
前
に
四
方
固
め
を
行
う
が
、
舞
場
で
も
四
方
固
め
を
行
い
、
獅
子
が
登
場

す
る
前
に
、
子
ど
も
、
大
人
が
木
太
刀
、
棒
、
真
剣
な
ど
の
打
ち
合
い
の
演
舞
が
披
露
さ
れ
る
（
写
真
2
）。
太
刀
使
い
の

演
舞
は
演
目
の
合
間
に
も
行
う
。
北
辰
一
刀
流
の
流
れ
を
引
く
と
い
う
（
石
川　

二
〇
一
一
a
）。
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（
四
）
今
熊
神
社
の
獅
子
舞
（
上
川
町
）

①
伝
承
組
織　

旧
川
口
村
大
字
上
川
口
の
今
熊
で
伝
え
ら

れ
て
き
た
。
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
今
熊
神
社
獅

子
舞
保
存
会
を
発
足
し
、
氏
子
全
員
が
会
員
で
あ
る
と
い

う
（
八
王
子
市
文
化
財
保
護
審
議
会
編　

一
九
九
七
）。

現
在
は
小
学
校
五
年
生
か
ら
中
学
二
年
生
ま
で
の
男
女
を

対
象
と
し
て
い
る
が
、
保
存
会
発
足
以
前
の
年
齢
層
に
つ

い
て
は
不
明
で
あ
る
。

②
伝
承
地
と
時
期　

近
世
は
川
口
村
大
字
上
川
口
で
あ
っ

た
が
、
近
世
に
入
る
と
上
川
口
村
と
な
る
。
明
治
二
十
二

年
の
町
制
施
行
に
よ
り
近
隣
の
村
と
合
併
し
川
口
村
と

な
っ
た
。
現
在
の
川
口
地
区
で
あ
る
。
獅
子
舞
が
奉
納
さ

れ
る
今
熊
神
社
は
川
口
地
区
の
西
端
に
あ
る
今
熊
山
の
頂

上
に
鎮
座
す
る
。
今
熊
神
社
は
、
近
世
は
今
熊
大
権
現
と

称
し
て
い
た
が
明
治
元
年
（
一
八
六
六
）
に
今
熊
神
社
へ

と
改
称
し
た
。
獅
子
舞
が
演
舞
す
る
の
は
今
熊
神
社
と
正

福
寺
で
あ
る
。正
福
寺
は
今
熊
神
社
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
。

写真 2　2016年諏訪神社祭礼（筆者撮影）
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今
熊
神
社
の
祭
礼
日
は
九
月
一
九
日
か
ら
九
月
九
日
に
変
更
し
た
後
、
昭
和
五
八
年
（
一
九
八
三
）
よ
り
八
月
最
終
日

曜
日
に
移
し
た
。
正
福
寺
で
は
前
庭
に
お
い
て
竹
に
し
め
縄
を
張
る
舞
場
が
作
ら
れ
る
。
今
熊
神
社
で
も
同
様
の
舞
場
が

作
ら
れ
る
が
、
演
目
の
途
中
で
石
段
下
の
広
場
に
移
っ
て
演
じ
る
（
石
川　

二
〇
一
三
c
）。

③
由
来　

貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
に
正
福
寺
の
別
当
重
円
法
師
が
獅
子
を
購
入
し
村
人
に
舞
を
教
え
た
の
が
始
ま
り
と

さ
れ
る
。
貞
治
三
年
は
、
正
福
寺
の
創
建
年
で
あ
り
、
今
熊
神
社
の
社
殿
を
造
営
し
た
年
で
、
こ
の
年
よ
り
「
今
熊
大
権

現
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

④
獅
子
の
道
行
き　

正
福
寺
か
ら
今
熊
神
社
に
向
け
て
の
道
行
き
で
は
、
大
団
扇
を
先
頭
に
、
そ
れ
よ
り
も
小
さ
い
団
扇

を
持
つ
二
名
、
幟
二
名
、
万
灯
、
弊
負
、
サ
サ
ラ
摺
り
、
獅
子
、
笛
方
、
保
存
会
関
係
者
が
続
く
。

⑤
演
目
と
構
成　
「
初
手
庭
」「
中
庭
」「
終
庭
」
の
構
成
で
、
初
手
庭
は
「
入
れ
庭
」「
幣
束
と
り
」「
早
打
ち
か
け
」「
歌

の
切
り
」、
中
庭
は
「
一
つ
返
り
」「
二
つ
返
り
」「
早
打
ち
か
け
」「
歌
の
切
り
」、
終
庭
は
「
入
れ
庭
」「
早
打
ち
か
け
」

「
歌
の
切
」「
柴
く
ぐ
り
」「
女
獅
子
隠
し
」
か
ら
な
る
。
歌
は
初
手
、
中
、
終
の
区
切
り
で
歌
が
入
る
（
八
王
子
市
市
史
編

集
委
員
会
編　

二
〇
一
七
）。

　

雄
獅
子
は
一
番
獅
子
と
二
番
獅
子
で
、
共
に
ね
じ
り
角
二
、
雌
獅
子
は
太
く
短
い
一
本
角
で
あ
る
。
弊
負
は
半
袖
の
襦

袢
に
縞
の
袴
を
着
て
、
赤
い
頭
巾
に
バ
カ
面
を
つ
け
腰
に
瓢
箪
を
下
げ
、
団
扇
を
持
つ
。
サ
サ
ラ
摺
り
の
花
笠
は
木
枠
で

組
ん
だ
箱
型
で
外
側
に
は
赤
地
の
千
代
紙
を
張
る
。
幕
を
張
る
た
め
顔
は
見
え
な
い
（
石
川　

二
〇
一
三
c
）。

⑥
太
刀
使
い　

太
刀
使
い
は
伴
わ
な
い
。　
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（
五
）
田
守
神
社
の
獅
子
舞
（
上
川
町
）

①
伝
承
組
織　

旧
川
口
村
大
字
上
川
口
の
田
守
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
同
村
同
大
字
に
あ
る
今
熊
神
社
よ
り
も
東
側
で
あ

る
。
か
つ
て
獅
子
宿
は
戸
沢
の
水
島
家
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
（
八
王
子
市
文
化
財
保
護
審
議
会
編　

一
九
九
三
）、
田
守
と

戸
沢
の
人
々
に
よ
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
報
告
で
も
詳
細
は
記
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
昭

和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
保
存
会
が
発
足
し
た
。
文
化
財
保
護
審
議
会
報
告
に
は
「
会
長
と
役
員
の
過
半
は
四
〇
以
上

の
獅
子
舞
、
笛
吹
の
経
験
者
で
あ
り
、
名
実
と
も
に
獅
子
舞
の
師
匠
の
立
場
」
だ
と
あ
り
、
ま
た
、「
町
内
会
か
ら
地
区
単

位
に
選
出
さ
れ
た
年
番
が
毎
年
、
獅
子
の
世
話
や
サ
サ
ラ
の
花
作
り
、
行
燈
の
絵
か
き
等
を
保
存
会
役
員
か
ら
教
わ
る
。」

と
あ
る
た
め
（
同
：
九
八
）、
こ
の
報
告
時
点
で
は
保
存
会
は
獅
子
舞
の
師
匠
で
世
話
役
は
別
途
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
伝
承
地
と
時
期　

田
守
神
社
は
、
近
世
は
田
守
神
明
社
と
称
さ
れ
て
い
た
。
田
守
神
社
の
祭
礼
は
明
治
五
年
の
暦
改
正

ま
で
八
月
一
日
で
、
そ
の
後
九
月
一
日
と
な
り
、
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
）
ま
で
は
四
月
三
日
に
行
わ
れ
て
い
た
。
同

年
お
り
九
月
第
一
日
曜
日
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
五
八
年
（
一
九
八
三
）
よ
り
八
月
最
終
日
曜
日
と
な
っ
た
（
川
口
地
区
社

教
郷
土
史
研
究
会
編　

一
九
八
八
）。
舞
場
は
神
社
境
内
で
、
三
間
四
方
に
竹
を
立
て
て
し
め
縄
を
張
る
。

③
由
来　

文
化
年
間
に
始
め
ら
れ
た
と
い
い
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
祭
礼
の
日
に
奉
納
さ
れ
た
と
の
記
録
が
あ
る

と
い
う
（
八
王
子
市
文
化
財
保
護
審
議
会
編　

一
九
九
七
）。
隣
の
今
熊
か
ら
習
っ
た
と
い
う
伝
承
も
報
告
さ
れ
て
い
る

（
石
川　

二
〇
一
五
：
二
九
、　

金
子　

一
九
八
九
）。

④
獅
子
の
道
行
き　

現
在
は
川
上
町
中
部
会
館
か
ら
神
社
に
向
か
っ
て
弊
負
、
笛
方
、
サ
サ
ラ
摺
り
、
獅
子
の
順
に
道
行

き
を
行
う
（
金
子　

一
九
八
九
）。
石
川
報
告
で
は
、
高
張
提
灯
を
先
頭
に
、
サ
サ
ラ
摺
り
三
名
（
花
・
日
天
・
花
）、
高
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張
り
提
灯
、
サ
サ
ラ
摺
り
三
名
（
花
、
月
天
、
花
）、
大
団
扇
持
ち
、
蠅
追
、
獅
子
、
笛
方
の
順
で
あ
る
と
記
録
し
て
い
る

（
石
川　

二
〇
一
五
）。
サ
サ
ラ
摺
り
の
日
天
、
月
天
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

⑤
演
目
と
構
成　
「
初
手
庭
」「
中
庭
」「
終
庭
」
の
構
成
で
、
初
手
庭
は
「
入
り
庭
」「
弊
が
か
り
」「
早
打
ち
か
け
」「
歌

の
切
」、
中
庭
は
「
空
っ
狂
い
」「
一
つ
返
り
」「
二
つ
返
り
」「
早
打
ち
か
け
」「
歌
の
切
り
」、
終
庭
は
「
入
り
庭
」「
早
打

ち
か
け
」「
歌
の
切
り
」「
柴
く
ぐ
り
」「
雌
獅
子
隠
し
」「
喧
嘩
」
か
ら
な
る
。

　

い
ず
れ
の
獅
子
も
黒
塗
り
で
、
大
頭
、
小
頭
の
雄
獅
子
は
赤
い
二
本
角
、
雌
獅
子
は
黒
の
一
本
角
で
花
を
赤
く
塗
っ
て

い
る
。
三
演
目
で
衣
装
が
異
な
る
。
サ
サ
ラ
摺
り
の
花
笠
は
黒
塗
り
の
四
面
木
枠
で
、
各
面
に
異
な
る
花
の
絵
を
描
い
た

和
紙
を
貼
る
。
花
笠
の
頭
上
に
は
飾
り
が
つ
い
て
い
る
が
、
花
の
飾
り
の
み
が
四
つ
、
飾
り
花
の
中
央
の
台
上
か
ら
棒
に

金
色
の
円
と
雲
形
を
置
い
た
も
の
の
を
日
天
と
呼
び
、
金
色
の
円
の
代
わ
り
に
銀
色
の
三
日
月
と
雲
形
を
置
い
た
も
の
を

月
天
と
呼
び
、
日
天
一
つ
、
月
天
一
つ
で
合
わ
せ
て
六
人
が
花
笠
を
被
る
（
石
川　

二
〇
一
五
）。
弊
負
は
赤
頭
巾
を
着
け

額
に
ひ
ょ
っ
と
こ
面
を
斜
め
に
掛
け
る
。
弊
負
は
三
演
目
で
衣
装
と
採
物
が
異
な
り
、
初
手
庭
と
中
庭
で
は
撥
を
、
終
庭

で
は
拍
子
木
を
持
つ
。

⑥
太
刀
使
い　

太
刀
使
い
は
伴
わ
な
い
。

（
六
）
山
入
の
簓さ
さ
ら

獅
子
舞
（
美
山
町
）

①
伝
承
組
織　

山
入
と
は
旧
山
入
村
の
こ
と
で
、
町
名
が
変
更
し
た
現
在
は
美
山
町
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
保
存
会
名
は

「
美
山
町
簓
獅
子
舞
保
存
会
」
と
な
っ
て
い
る
。
獅
子
舞
の
演
者
で
あ
る
獅
子
連
と
町
会
役
員
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
お
り
、
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保
存
会
長
は
町
会
長
が
つ
と
め
る
。
獅
子
連
と
町
会
役
員
が
「
毎
年
三
月
に
、
年
番
（
世
話
役
）
や
練
習
日
程
を
決
め
る
」

（
八
王
子
市
文
化
財
保
護
審
議
会
編　

一
九
九
三
：
九
六
）
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
縁
組
織
、
祭
礼
組
織
が
基
盤

に
あ
る
と
も
推
測
で
き
る
。

②
伝
承
地
と
時
期　

美
山
町
は
現
在
川
口
地
区
（
旧
川
口
村
）
に
属
す
る
。
川
口
地
区
は
八
王
子
市
西
北
部
で
西
は
あ
き

る
野
市
に
隣
接
す
る
。
奉
納
先
の
日
枝
神
社
は
町
内
を
流
れ
る
山
入
川
沿
い
に
、
琴
平
神
社
は
南
の
小
津
町
と
の
境
に
位

置
す
る
。
日
枝
神
社
は
四
月
三
日
、
琴
平
神
社
は
四
月
八
日
が
祭
礼
日
で
、
隔
年
で
奉
納
さ
れ
て
い
た
。
現
在
も
隔
年
で

行
わ
れ
て
い
る
が
、
日
程
は
四
月
第
二
日
曜
日
を
祭
礼
日
と
な
っ
た
。

　

神
社
の
鳥
居
前
で
の
太
刀
の
演
技
を
終
え
た
後
、「
ニ
ワ
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
で
獅
子
舞
を
演
じ
る
（
八
王
子
市
文
化
財

保
護
審
議
会
編　

一
九
九
三
）。
金
子
報
告
で
は
「
神
社
に
着
く
と
棒
使
い
の
演
技
が
あ
り
、
次
い
で
「
ぶ
っ
こ
み
の
舞
」

を
奉
納
し
下
山
」
し
た
後
、
小
学
校
裏
の
公
園
で
獅
子
舞
を
演
じ
て
い
る
（
金
子　

一
九
八
九
：
九
六
）。
石
川
報
告
は

「
平
成
十
七
年
か
ら
琴
平
神
社
の
舞
場
は
使
わ
な
い
」（
石
川　

二
〇
一
一
b
：
三
六
）
と
あ
り
、
少
な
く
と
も
琴
平
神
社

で
の
奉
納
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
舞
場
に
は
斎
竹
を
四
間
四
方
に
立
て
し
め
縄
を
張
る
。

③
由
来　

江
戸
時
代
中
期
に
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
古
文
書
な
ど
の
文
献
は
な
い
。

④
獅
子
の
道
行
き　

道
行
き
の
先
頭
が
万
灯
持
ち
、
次
い
で
拍
子
木
、
二
人
二
列
の
棒
使
い
四
名
、
二
名
三
列
の
さ
さ
ら

摺
り
六
名
、
笛
方
五
名
、
弊
負
、
大
頭
、
雌
獅
子
、
小
頭
が
並
ぶ
。

⑤
演
目
と
構
成　

演
目
は
「
ぶ
っ
こ
み
（
舞
の
ぶ
っ
こ
み
）」「
岡
崎
」「
花
割
り
」「
大
切
り
」「
弊
掛
り
」「
雌
獅
子
隠
し
」

で
、
こ
の
内
「
大
切
り
」
と
「
雌
獅
子
隠
し
」
に
は
歌
が
入
る
。
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大
頭
、
小
頭
と
呼
ぶ
二
頭
の
雄
獅
子
と
雌
獅
子
が
舞
う
が
、
頭
に
ひ
ょ
っ
と
こ
面
、
腰
に
瓢
箪
を
下
げ
て
軍
配
を
振
る
弊

負
が
獅
子
を
先
導
す
る
。
獅
子
頭
は
、
大
頭
が
青
赤
色
の
巻
角
二
本
に
黒
い
馬
毛
、
小
頭
は
先
の
細
く
な
っ
た
二
本
の
角
に

白
の
馬
毛
、
雌
獅
子
は
宝
珠
の
一
本
角
に
赤
茶
の
馬
毛
で
あ
る
。
獅
子
の
演
舞
の
ま
わ
り
に
は
さ
さ
ら
を
摺
る
花
笠
が
取
り

囲
む
。
花
笠
は
四
角
い
笠
を
被
り
、
顔
は
見
せ
な
い
。
弊
負
は
頭
に
豆
絞
り
の
手
ぬ
ぐ
い
を
締
め
、
後
頭
部
に
バ
カ
面
を
上

下
逆
に
つ
け
、腰
に
は
御
幣
と
瓢
箪
を
下
げ
る
。
日
天
と
月
天
が
描
か
れ
「
天
下
」「
泰
平
」
と
書
か
れ
た
軍
配
を
持
つ
（
石

川　

二
〇
一
一
b
）。

⑥
太
刀
使
い　

山
入
で
は
「
太
刀
使
い
」
と
称
す
。
八
王
子
市
文
化
財
保
護
審
議
会
報
告
に
よ
る
と
、
舞
の
合
間
に
棒
、

刀
、
傘
、
槍
、
刀
な
ど
で
演
舞
す
る
と
あ
る
が
、
石
川
報
告
に
よ
る
と
、
石
川
報
告
の
平
成
二
十
三
年
時
点
で
は
槍
と
刀

の
み
の
演
舞
と
な
っ
て
い
る
（
石
川　

二
〇
一
一
b
）。
ま
た
、
現
在
は
舞
の
合
間
に
な
っ
て
い
る
が
、
前
述
し
た
通
り
獅

子
舞
の
演
舞
に
先
立
ち
、
か
つ
て
は
琴
平
神
社
の
鳥
居
前
で
演
舞
が
行
わ
れ
て
い
た
と
あ
る
こ
と
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

（
七
）
小
津
の
獅
子
舞
（
小
津
町
）

①
伝
承
組
織　

戦
前
は
原
小
津
の
青
年
団
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
二
〇
年
代
か
ら
小
津
地
区
全
体
で
伝
え

る
よ
う
に
な
っ
た
（
八
王
子
市
市
史
編
集
委
員
会
編　

二
〇
一
七
）。
熊
野
神
社
の
祭
礼
で
は
、
中
小
津
が
太
刀
と
棒
で
先

達
と
な
り
、
原
小
津
が
獅
子
舞
を
舞
っ
て
お
り
（
桑
都
民
俗
の
会
編　

一
九
九
）、
獅
子
舞
と
太
刀
、
棒
遣
い
は
伝
承
母
体

が
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
小
津
地
区
全
体
が
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
詳
細
は
不
明
で

あ
る
が
、
昭
和
四
三
年
（
一
九
六
八
）
に
有
志
に
よ
り
小
津
獅
子
舞
太
刀
保
存
会
が
発
足
さ
れ
て
以
降
は
保
存
会
が
伝
承
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母
体
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
演
者
は
子
ど
も
が
中
心
で
あ
る
が
、
指
導
者
は
保
存
会
の
大
人
が
担
っ
て
い
る
。

②
伝
承
地
と
時
期　

小
津
町
は
恩
方
地
区
（
旧
恩
方
村
）
の
北
西
部
に
位
置
し
、
現
在
は
原
、
中
小
津
、
宮
・
臼
井
の
三

町
会
に
別
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
宮
、
臼
井
、
中
小
津
、
原
小
津
の
四
地
区
に
分
れ
て
い
た
。
原
小
津
の
青
年
団
が
伝

承
母
体
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
原
小
津
の
神
明
社
の
祭
礼
で
奉
納
さ
れ
て
い
た
。
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
そ
の
後
小

津
の
総
鎮
守
で
中
小
津
に
あ
る
熊
野
神
社
で
も
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
は
神
明
社
・
熊
野
神
社
の
祭
礼
日
で

あ
る
八
月
一
六
日
に
近
い
日
曜
日
に
実
施
さ
れ
る
。
熊
野
神
社
の
祭
礼
日
は
『
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
』
に
は
六
月
一
五

日
と
あ
る
が
、
明
治
に
入
り
養
蚕
期
と
重
な
る
こ
と
か
ら
日
程
が
定
ま
ら
ず
、
養
蚕
業
が
落
ち
着
い
た
頃
か
ら
八
月
一
六

日
（
盆
の
中
日
）
と
な
っ
た
（
八
王
子
市
市
史
編
専
門
部
会
民
族
部
会
編　

二
〇
一
二
）。
小
津
の
獅
子
舞
は
「
雨
乞
い
の

獅
子
舞
」
と
も
呼
ば
れ
、
夏
の
日
照
り
が
続
く
雨
乞
い
の
た
め
に
演
じ
た
と
の
伝
承
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
施
記
録
は
残

さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
祭
礼
以
外
で
も
不
定
期
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
。

　

現
在
は
神
明
社
で
の
演
舞
を
奉
納
し
た
後
、
車
で
移
動
し
て
熊
野
神
社
で
演
舞
が
披
露
さ
れ
る
が
、
神
明
社
で
の
奉
納

は
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
）
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
午
前
中
に
神
明
社
の
隣
で
獅
子
宿
で
あ
る
原
家
の
庭

で
舞
わ
れ
、
昼
を
挟
ん
で
午
後
に
行
列
を
組
ん
で
熊
野
神
社
ま
で
道
行
き
を
し
、
神
社
境
内
で
演
舞
し
て
い
た
。
舞
の
場

は
原
家
で
は
庭
の
四
隅
に
万
灯
が
置
か
れ
て
い
た
。
万
灯
は
「
明
治
以
降
に
廃
絶
し
た
サ
サ
ラ
摺
り
代
わ
り
」（
石
川　

二

〇
一
〇
：
四
一
）
で
あ
る
と
い
う
。
現
在
舞
が
奉
納
さ
れ
る
熊
野
神
社
で
は
、
か
つ
て
の
原
家
と
同
様
に
四
隅
に
万
灯
を

立
て
、
水
引
を
ま
わ
し
て
い
る
。

③
由
来　
「
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
武
田
信
勝
の
家
臣
で
あ
る
従
者
原
某
が
主
君
よ
り
拝
領
し
た
獅
子
舞
を
も
っ
て
戦
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場
を
脱
出
し
て
こ
の
小
津
の
地
に
逃
れ
住
み
、
雨
乞
い
の
た
め
に
舞
っ
た
の
が
始
ま
り
」（
桑
都
民
俗
の
会
編　

一
九
九

七
：
一
三
七
）
や
「
武
田
信
勝
の
家
臣
で
あ
る
原
家
が
、
松
姫
護
衛
の
た
め
に
来
地
し
た
折
に
伝
え
ら
れ
た
」（
八
王
子
市

市
史
編
集
専
門
部
会
民
俗
部
会
編　

二
〇
一
二
：
二
四
七
）
と
い
っ
た
由
来
が
伝
え
ら
れ
る
。「
原
某
」、「
原
家
」
と
は
か

つ
て
最
初
に
獅
子
の
舞
場
と
な
っ
た
獅
子
宿
の
原
家
で
あ
る
。
神
明
社
も
元
は
名
主
の
原
某
氏
の
屋
敷
神
で
あ
っ
た
と
い

わ
れ
て
お
り
、
由
来
伝
承
と
舞
場
と
の
一
致
が
み
ら
れ
る
。

④
獅
子
の
道
行
き　

前
述
の
通
り
、
か
つ
て
は
獅
子
宿
の
原
家
か
ら
熊
野
神
社
ま
で
道
行
き
を
行
っ
た
。
太
刀
使
い
、
棒
使

い
が
先
達
と
な
り
、
万
灯
、
笛
方
、
弊
負
、
獅
子
、
歌
方
の
順
に
並
ぶ
。
現
在
で
は
小
津
獅
子
舞
太
刀
保
存
会
が
獅
子
、
太

刀
の
役
を
担
っ
て
い
る
が
、
先
達
が
太
刀
使
い
、
棒
使
い
で
あ
る
の
は
原
小
津
が
そ
の
役
を
担
っ
て
い
た
名
残
で
あ
ろ
う
。

⑤
演
目
と
構
成　

演
目
は
、「
道
笛
」「
舞
込
」「
序
の
舞
」「
岡
崎
の
舞
」「
宮
ほ
め
」「
七
き
り
の
舞
」「
牝
獅
子
隠
し
」「
納

め
の
舞
」「
舞
下
が
り
」
の
順
に
演
じ
ら
れ
、
宮
参
り
、
四
方
固
め
、
女
獅
子
隠
し
、
和
合
の
4
つ
の
部
分
に
構
成
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
区
切
り
に
対
応
す
る
笛
と
獅
子
唄
が
あ
る
（
石
川　

二
〇
一
〇
）。
石
川
報
告
の
獅
子
舞
唄
と
『
新
八
王
子
市

史　

民
俗
編
』
に
記
載
さ
れ
る
の
音
楽
・
詞
章
を
合
わ
せ
る
と
、
宮
参
り
は
「
道
笛
」
か
ら
「
岡
崎
の
舞
」、
四
方
固
め
は

「
宮
ほ
め
」「
七
き
り
の
舞
」、
女
獅
子
隠
し
は
「
牝
獅
子
隠
し
」、
和
合
は
「
納
め
の
舞
」「
舞
下
が
り
」
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

雄
獅
子
は
大
獅
子
と
男
獅
子
で
、
大
獅
子
は
黒
に
金
の
巻
角
二
本
、
男
獅
子
は
黒
地
に
金
の
彫
り
込
み
の
あ
る
黒
い
角

二
本
で
、
共
に
黒
塗
り
の
頭
で
あ
る
。
雌
獅
子
は
赤
茶
塗
り
の
頭
に
宝
珠
の
角
一
本
で
あ
る
。
弊
負
は
ひ
ょ
っ
と
こ
面
を

着
け
瓢
箪
を
腰
か
ら
ぶ
ら
下
げ
て
、
団
扇
を
振
っ
て
獅
子
を
先
導
す
る
（
石
川　

二
〇
一
〇
）。
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⑥
太
刀
使
い　

小
津
で
は
、「
太
刀
振
り
」「
棒
振
り
」
と
称
す
。
現
在
で
は
獅
子
舞
に
先
立
ち
熊
野
神
社
の
舞
場
で
太
刀

振
り
（
演
舞
）
を
行
う
。
太
刀
振
り
の
登
場
機
会
は
年
代
で
異
な
っ
て
い
る
。
平
成
元
年
の
報
告
で
は
、
太
刀
振
り
は
「
獅

子
が
一
ニ
ワ
ク
ル
ウ
（
演
ず
る
）
ご
と
に
タ
チ
ヅ
カ
イ
や
棒
ヅ
カ
イ
も
行
わ
れ
る
」（
八
王
子
市
文
化
財
保
護
審
議
会
編　

一
九
九
三
：
九
五
）
と
あ
り
、
平
成
九
年
の
報
告
で
は
「
神
社
境
内
へ
は
太
刀
・
棒
で
〝
清
め
〟
を
行
い
な
が
ら
入
る
。

（
中
略
）
中
盤
に
は
太
刀
・
棒
の
演
舞
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
牝
獅
子
隠
し
、
納
め
の
舞
、
舞
さ
が
り
の
順
で
舞
わ
れ
る
」

と
あ
る
（
桑
都
民
俗
の
会
編　

一
九
九
七
：
一
四
二
）。
徐
々
に
太
刀
・
棒
の
出
演
場
面
は
限
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
八
）
狭
間
の
獅
子
舞
（
狭
間
町
）

①
伝
承
組
織　

狭
間
町
（
下
椚
田
村
狭
間
）
で
近
世
よ
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
世
代
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
か

は
報
告
書
で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
子
ど
も
や
女
性
が
特
筆
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
青
年
以
上
が
担

い
手
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
狭
間
獅
子
舞
保
存
会
が
発
足
し
て
以
後
は
保
存
会
が
伝

承
母
体
と
な
る
。
保
存
会
員
の
内
訳
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
在
は
老
若
男
女
問
わ
ず
会
員
と
な
っ
て
い
る
。

②
伝
承
地
と
時
期　

狭
間
は
近
世
期
、
下
椚
田
村
に
属
し
て
い
た
。
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
の
市
制
町
村
制
に
よ
り

横
川
村
に
属
す
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
は
横
川
地
区
（
旧
横
川
村
）
の
狭
間
町
と
な
る
。
近
世
の
狭
間
の
獅
子
舞
は
下
椚

田
村
の
御
嶽
神
社
と
上
椚
田
案
内
（
現
・
高
尾
町
）
の
氷
川
神
社
に
も
奉
納
し
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
四
年
（
一
八
七

一
）
の
戸
籍
法
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
区
番
組
制
が
施
行
さ
れ
、
明
治
政
府
の
施
策
に
よ
り
氏
神
が
一
村
一
社
と

な
っ
た
こ
と
で
、
下
椚
田
村
の
氏
子
は
御
嶽
神
社
と
定
め
ら
れ
た
。
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
御
嶽
神
社
の
み
で
奉
納
さ
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れ
て
い
る
。
近
世
の
獅
子
舞
の
諸
相
は
『
鈴
木
家
文
書
』
で
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
狭
間
で
年
番
名
主
を
務
め
た
鈴

木
佐
次
右
衛
門
の
日
記
で
あ
る
。
後
述
す
る
「
獅
子
指
南
書
」
も
鈴
木
家
が
所
蔵
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
鈴
木
家
が
獅
子

宿
を
務
め
て
い
た
と
い
う
記
載
は
な
い
。

　

期
日
も
近
代
以
降
変
化
が
み
ら
れ
る
。
近
世
は
八
朔
（
八
月
一
日
）
に
奉
納
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）

の
暦
の
改
正
に
よ
り
九
月
一
日
に
変
更
と
な
っ
た
。
ま
た
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
以
降
は
祭
礼
が
八
月
一
六
日
に

変
わ
り
、
現
在
は
八
月
一
六
日
に
近
い
土
日
が
御
嶽
神
社
の
祭
礼
日
と
な
っ
て
い
る
。
舞
場
に
サ
サ
ラ
摺
り
が
立
つ
四
隅

の
内
側
と
な
る
。

③
由
来　

鈴
木
家
所
蔵
の
「
獅
子
指
南
書（

4
）」
に
は
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
八
王
子
城
主
・
北
条
氏
照
が
狭
間

に
獅
子
を
拝
領
し
た
こ
と
が
始
ま
り
と
あ
る
。

④
獅
子
の
道
行
き　

先
頭
は
棒
使
い
二
名
（
子
ど
も
）、
棒
使
い
四
名
（
大
人
）、
法
螺
貝
吹
き
一
名
、
サ
サ
ラ
摺
り
四
名

（
女
児
）、
付
添
い
の
母
親
、
獅
子
、
軍
配
、
笛
方
三
名
が
続
く
（
石
川　

二
〇
一
三
a
）。
石
川
の
報
告
で
は
大
団
扇
を
持

つ
役
が
ぬ
け
て
い
る
が
、『
新　

八
王
子
市
史
民
俗
調
査
報
告　

第
一
集　

八
王
子
市
西
部
地
域　

恩
方
の
民
俗
』
に
は

「
ヘ
イ
オ
イ
と
軍
配
」
と
あ
り
（
八
王
子
市
市
史
編
集
専
門
部
会
民
俗
部
会
編　

二
〇
一
二
：
三
四
三
）、
石
川
が
団
扇
役

を
軍
配
と
合
わ
せ
て
報
告
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
近
世
で
は
前
述
し
た
と
お
り
狭
間
町
か
ら
氷
川
神
社
ま
で
道
行
き
を

行
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
狭
間
町
会
館
で
支
度
し
、
氏
子
内
を
巡
行
し
た
後
御
嶽
神
社
へ
と
向
か
う
。

⑤
演
目
と
構
成　
「
奉
幣
」「
四
方
固
め
」「
女
獅
子
隠
し
」
の
三
演
目
で
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
曲
の
笛
を
吹
き
、
歌
も
入

る
。
舞
全
体
を
「
洞
入
り
の
舞
」
と
称
す
る
。
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雄
獅
子
は
、
役
獅
子
と
添
獅
子
と
呼
び
、
共
に
赤
頭
で
二
本
の
角
を
持
つ
。
女
獅
子
は
黒
頭
に
角
は
一
本
で
あ
る
。
軍

配
は
烏
帽
子
を
被
り
、
裃
と
袴
を
着
る
。
巨
大
な
軍
配
に
は
表
面
に
瑞
雲
と
日
天
、
月
天
、
北
斗
七
星
が
描
か
れ
て
お
り
、

裏
面
は
昇
り
龍
と
下
り
龍
が
描
か
れ
て
い
る
。
柄
に
は
「
大
明
神
温
菜
礼
」「
天
下
泰
平　

五
穀
成
就
」
と
記
さ
れ
る
。
団

扇
も
巨
大
で
、
団
扇
役
は
上
位
に
裁
付
を
つ
け
、
陣
笠
を
被
る
。
共
に
面
は
つ
け
な
い
。
サ
サ
ラ
摺
り
の
花
笠
は
円
形
で

中
央
に
飾
り
花
を
つ
け
る
。
幕
は
な
い
た
め
顔
を
見
せ
て
い
る
（
石
川　

二
〇
一
三
a
）。

⑥
太
刀
使
い　
「
棒
使
い
」
と
称
す
。
天
然
理
心
流
の
棒
術
が
披
露
さ
れ
る
。
棒
術
の
演
目
は
「
初
段
」「
二
の
棒
」「
発
火
」

「
飛
燕
」「
逢
引
」「
電
光
石
火
」「
千
変
万
化
」
の
七
種
で
あ
る
。
最
初
に
棒
術
が
披
露
さ
れ
た
後
、
獅
子
舞
が
舞
場
に
は

い
る
。

（
九
）
氷
川
神
社
の
獅
子
舞
（
東
浅
川
町
）

①
伝
承
組
織　

明
治
五
年
か
ら
旧
浅
川
町
字
原
の
若
者
が
演
じ
て
い
た
が
、
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
氷
川
神
社
獅

子
舞
保
存
会
が
発
足
し
、
現
在
の
伝
承
母
体
と
な
っ
て
い
る
。『
新
八
王
子
市
史
民
俗
調
査
報
告　

第
二
集　

八
王
子
市
東

部
地
域　

浅
川
の
民
俗
』
に
掲
載
さ
れ
る
氷
川
神
社
獅
子
舞
保
存
会
会
則
（
平
成
一
七
年
）」
の
保
存
会
名
簿
に
は
、
会
長
、

副
会
長
、
会
計
と
い
っ
た
事
務
的
役
割
の
ほ
か
、
獅
子
長
、
笛
長
、
獅
子
四
名
、
軍
配
一
名
、
弊
負
一
名
、
笛
七
名
、
俚

謡
二
名
、
法
螺
一
名
、
棒
術
五
名
、
万
灯
二
名
と
の
記
載
が
あ
る
。

②
伝
承
地
と
時
期　

旧
浅
川
町
字
原
は
、
上
椚
田
村
で
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
に
浅
川
村
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
現
在
の
浅
川
地
区
で
あ
る
。
奉
納
さ
れ
る
氷
川
神
社
は
上
椚
田
村
の
総
鎮
守
で
、
八
月
二
八
日
・
二
九
日
が
祭
礼
日
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で
あ
っ
た
。
昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
）
か
ら
は
八

月
の
三
週
目
の
土
日
に
変
更
し
た
。
か
つ
て
の
祭
礼

は
獅
子
舞
が
中
心
だ
っ
た
と
い
い
、
獅
子
舞
が
先
頭

で
そ
の
後
ろ
に
神
輿
が
続
い
て
渡
御
し
て
い
た
。
氷

川
神
社
へ
の
獅
子
舞
奉
納
は
、
近
世
よ
り
続
け
ら
れ

て
い
る
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
ま
で
は
狭
間
の

人
々
が
獅
子
舞
を
舞
い
、
以
降
は
原
の
若
者
に
よ
っ

て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　

現
在
、
宵
宮
は
原
の
熊
野
神
社
で
、
本
宮
は
氷
川

神
社
で
獅
子
舞
を
演
じ
て
い
る
（
写
真
3
）。
熊
野

神
社
は
か
つ
て
九
月
十
二
、
十
三
日
が
祭
礼
日
で

あ
っ
た
が
、
昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
）
よ
り
氷
川

神
社
祭
礼
の
前
日
に
日
程
を
移
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
現
在
は
氷
川
神
社
の
宵
宮
で
あ
り
熊
野
神
社
の

本
祭
に
熊
野
神
社
で
獅
子
舞
を
奉
納
し
て
い
る
こ
と

と
な
る
。
舞
場
に
し
め
縄
な
ど
は
張
ら
ず
、
本
殿
に

向
か
っ
て
奉
納
す
る
。

写真 3　2013年熊野神社（筆者撮影）
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③
由
来　

い
ず
れ
の
報
告
も
由
来
に
つ
い
て
は
狭
間

の
獅
子
舞
の
伝
承
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
治

四
年
ま
で
狭
間
の
人
々
が
氷
川
神
社
で
も
当
地
の
獅

子
舞
を
奉
納
し
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け

継
ぐ
形
で
原
の
若
者
が
担
う
よ
う
に
な
っ
た
と
説
明

し
て
い
る
。『
石
川
日
記（

5
）』
に
明
治
五
年
（
一
八

七
二
）
か
ら
氷
川
神
社
が
原
の
鎮
守
と
な
り
、
新
た

に
若
者
が
舞
い
始
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
狭

間
の
獅
子
舞
の
氷
川
神
社
へ
の
奉
納
は
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）
が
最
後
で
あ
る
た
め
、
一
年
間
で
狭

間
か
ら
獅
子
舞
を
伝
授
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

④
獅
子
の
道
行
き　

万
灯
、
金
棒
、
棒
使
い
、
サ
サ

ラ
摺
り
、
弊
負
、
軍
配
、
獅
子
、
笛
、
関
係
者
の
順

で
道
行
を
す
る
（
写
真
4
）。
現
在
は
宵
宮
で
は
支

度
を
す
る
原
町
内
会
館
か
ら
熊
野
神
社
を
道
行
し
、

本
祭
で
は
落
合
の
公
園
で
一
度
休
憩
を
挟
ん
で
か
ら

氷
川
神
社
に
向
か
う
。
昭
和
二
〇
年
か
ら
昭
和
三
〇

写真 4　2013年巡行の様子（筆者撮影）
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年
代
頃
ま
で
、
甲
州
街
道
沿
い
に
あ
る
氷
川
神
社
の
氏
子
町
は
そ
れ
ぞ
れ
山
車
を
浅
川
地
区
の
境
で
あ
る
新
地
ま
で
曳
き
、

原
で
獅
子
舞
を
迎
え
な
が
ら
氷
川
神
社
へ
宮
入
し
て
い
た（

6
）。
な
お
、
筆
者
が
行
っ
た
平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
）
の
調

査
で
は
、
暑
さ
の
た
め
本
祭
で
は
道
行
は
行
わ
ず
車
で
移
動
を
し
て
い
た
が
、
車
で
の
移
動
に
つ
い
て
は
金
子
も
報
告
し

て
お
り
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
時
点
で
す
で
に
徒
歩
で
の
道
行
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。

⑤
演
目
と
構
成　

三
頭
の
入
場
と
各
獅
子
の
舞
、
女
獅
子
隠
し
、
三
頭
の
和
解
と
退
場
で
構
成
さ
れ
て
い
る
（
八
王
子
市

市
史
編
集
専
門
部
会
民
俗
部
会
編　

二
〇
一
三
）。
い
ず
れ
の
報
告
に
も
明
確
な
演
目
名
は
な
く
、「
神
社
に
入
る
あ
た
り

か
ら
「
入
破
」
の
曲
に
な
り
、
舞
い
に
入
る
と
こ
ろ
か
ら
「
岡
崎
の
調
べ
」
に
変
わ
る
」（
八
王
子
市
文
化
財
保
護
審
議
会

編　

一
九
九
三
：
九
九
）
と
あ
る
よ
う
に
、
歌
と
笛
に
合
わ
せ
て
獅
子
舞
が
演
舞
を
行
っ
て
い
く
。
石
川
は
「
演
目
は
一

種
、
主
題
は
「
女
獅
子
隠
し
」
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
（
石
川　

二
〇
一
三
b
：
二
二
）。

　

雄
獅
子
は
黒
毛
に
二
本
の
角
、
茶
色
の
鳥
羽
根
、
雌
獅
子
に
角
は
な
く
白
の
鳥
羽
根
を
つ
け
る
。
軍
配
は
羽
織
袴
で
表

面
に
銀
色
の
日
月
が
描
か
れ
「
萬
民
和
平
」「
五
穀
豊
穣
」
の
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
大
軍
配
を
持
つ
。
弊
負
は
腰
に
瓢
箪

を
ぶ
ら
下
げ
陣
笠
を
被
り
、
大
団
扇
を
持
つ
。
サ
サ
ラ
摺
り
は
花
笠
を
被
り
、
顔
を
隠
す
よ
う
に
薄
い
布
を
垂
ら
す
。

⑥
太
刀
使
い　

棒
術
は
天
然
理
心
流
で
、
獅
子
舞
奉
納
の
前
に
演
舞
す
る
。

二　

由
来
、
演
目
、
演
者
か
ら
の
分
析

　

以
上
、
中
断
中
の
梅
坪
の
獅
子
舞
も
含
め
九
ヶ
所
で
伝
え
ら
れ
る
獅
子
舞
の
内
容
を
、
既
存
の
報
告
を
元
に
ま
と
め
た
。

本
章
で
は
獅
子
舞
の
演
目
、
演
者
の
構
成
、
由
来
伝
承
を
中
心
に
（
表
参
照
）、
若
干
の
分
析
を
試
み
た
い
。
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名
称

旧
村

名
（

現
地

区
名

）
獅

子
舞

の
演

目
演

者
の

構
成

（
道

中
で

の
順

序
）

由
来

伝
承

当
初

の
上

演
期

日
上

演
場

所

石
川

町
龍

頭
の

舞
旧

石
川

村
（

小
宮

地
区

）
藤

掛
り

、
大

狂
い

、
剣

掛
り

、
花

掛
り

、
摺

違
い

、
毬

掛
け

、
三

拍
子

、
竿

掛
り

、
雌

獅
子

掛
り

、
太

刀
掛

り
、

帯
掛

り
、

笹
掛

り
、

飛
違

い

獅
子

、
サ

サ
ラ

摺
り

、
弊

負
（

ひ
ょ

っ
と

こ
面

、
笹

）
太

刀
使

い
、

剣
使

い
、

棒
使

い
、

笛
方

、
歌

方
　

※
順

序
不

明

天
正

元
年

（
15

73
）、

西
蓮

寺
境

内
の

御
嶽

権
現

落
成

式
を

祝
い

、
奉

舞
さ

れ
る

よ
う

に
な

っ
た

。
9

月
19

日
御

嶽
神

社
、

西
蓮

寺

梅
坪

の
簓

獅
子

舞
旧

加
住

村
（

加
住

地
区

）

ふ
ぢ

が
か

り
、

ふ
み

ち
が

い
、

花
が

か
り

、
竿

が
か

り
、

剣
が

か
り

、
女

獅
子

か
く

し
、

す
り

ち
が

い
、

毬
が

か
り

、
笹

が
か

り
、

三
拍

子
、

大
く

る
い

、
太

刀
が

か
り

［
太

刀
掛

り
］、

弊
負

（
ひ

ょ
っ

と
こ

面
、

団
扇

）、
サ

サ
ラ

摺
り

、
獅

子
、

笛
方

　
※

か
つ

て
は

太
刀

使
い

が
い

た

室
町

〜
戦

国
時

代
（

永
禄

年
間

）
に

伝
え

ら
れ

た
9

月
25

日
天

神
神

社

四
谷

の
龍

頭
舞

旧
下

壱
分

方
村

（
元

八
王

子
地

区
）

庭
入

り
、

弊
掛

り
、

一
つ

返
り

、
太

刀
掛

り
、

弓
掛

り
、

ま
り

掛
り

、
岡

崎
、

花
笠

廻
り

、
鞨

鼓
、

と
ら

れ
た

木
太

刀
掛

り
、

真
太

刀
掛

り
、

棒
掛

り
、

サ
サ

ラ
摺

り
、

笛
掛

り
、

唄
、

弊
負

、
獅

子
室

町
時

代
末

、
宝

積
院

に
訪

れ
た

六
部

に
よ

り
伝

え
ら

れ
た

8
月

26
日

諏
訪

神
社

今
熊

神
社

の
獅

子
舞

旧
川

口
村

（
川

口
地

区
）

初
手

庭
の

舞
（

入
れ

庭
、

幣
束

と
り

、
早

打
ち

か
け

、
歌

の
切

り
）、

中
庭

の
舞

（
一

つ
返

り
、

二
つ

返
り

、
早

打
ち

か
け

、
歌

の
切

り
）、

終
庭

（
入

れ
庭

、
早

打
ち

か
け

、
歌

の
切

り
、

柴
く

ぐ
り

、
女

獅
子

か
く

し
）

大
団

扇
、

小
団

扇
、

幟
、

万
灯

、
弊

負
（

バ
カ

面
、

団
扇

）、
サ

サ
ラ

摺
り

、
獅

子
、

笛
方

貞
治

3
年

（
13

64
）、

正
福

寺
別

当
の

重
円

法
師

が
獅

子
頭

を
購

入
し

、
村

人
に

伝
え

た
9

月
19

日
上

川
町

の
今

熊
神

社
、

正
福

寺

田
守

神
社

の
獅

子
舞

旧
川

口
村

（
川

口
地

区
）

初
手

庭
の

舞
（

入
れ

庭
、

幣
が

か
り

、
早

打
ち

か
け

、
歌

の
切

り
）、

中
庭

の
舞

（
空

っ
狂

い
、

一
つ

返
り

、
二

つ
返

り
、

早
打

ち
か

け
、

歌
の

切
り

）、
終

庭
（

中
庭

、
入

れ
庭

、
早

打
ち

か
け

、
歌

の
切

り
、

柴
く

ぐ
り

、
雌

獅
子

が
く

し
、

喧
嘩

）

弊
負

（（
ひ

ょ
っ

と
こ

面
、

撥
、

拍
子

木
）、

笛
方

、
サ

サ
ラ

摺
り

、
獅

子
文

化
年

間
（

18
04

〜
18

18
）

に
始

め
ら

れ
た

8
月

1
日

上
川

町
の

田
守

神
社

山
入

の
簓

獅
子

舞
旧

山
入

村
（

川
口

地
区

）
ぶ

っ
こ

み
、

お
か

ざ
き

、
花

割
、

お
お

ぎ
り

、
弊

掛
り

、
雌

獅
子

隠
し

万
灯

、
拍

子
木

、
太

刀
使

い
、

サ
サ

ラ
摺

り
、

笛
方

、
弊

負
（

バ
カ

面
、

軍
配

）、
獅

子
江

戸
時

代
中

期
に

始
ま

る
4/

8（
日

枝
神

社
）

4/
8（

琴
平

神
社

）
日

枝
神

社
、

琴
平

神
社

（
隔

年
で

奉
舞

）

小
津

の
獅

子
舞

旧
小

津
村

（
恩

方
地

区
）

宮
参

り
（

道
笛

、
舞

込
、

序
の

舞
、

岡
崎

の
舞

）、
四

方
固

め
（

宮
ほ

め
、

七
き

り
の

舞
）、

女
獅

子
隠

し
（

牝
獅

子
隠

し
）、

和
合

（
納

め
の

舞
、

舞
下

が
り

）

太
刀

使
い

、
万

灯
（

サ
サ

ラ
摺

り
の

代
わ

り
）、

笛
方

、
弊

負
（

ひ
ょ

っ
と

こ
面

、団
扇

）、
獅

子
、

歌
方

武
田

信
勝

の
家

臣
で

あ
る

従
者

原
某

が
主

君
よ

り
拝

領
し

た
獅

子
舞

を
持

っ
て

逃
れ

小
津

に
住

み
、

雨
乞

い
の

た
め

に
舞

っ
た

こ
と

か
ら

始
ま

る

6
月

15
日

神
明

神
社

、
熊

野
神

社

狭
間

の
獅

子
舞

旧
下

椚
田

村
（

横
川

村
）

奉
幣

、
四

方
固

め
、

女
獅

子
隠

し
太

刀
使

い
、

法
螺

貝
吹

き
、

サ
サ

ラ
摺

り
、

獅
子

、
弊

負
・

軍
配

、
笛

方
天

正
18

年
、

北
条

氏
照

か
ら

獅
子

頭
を

拝
領

8
月

1
日

氷
川

神
社

⇒
（

明
治

以
降

）
御

嶽
神

社

氷
川

神
社

の
獅

子
舞

旧
上

椚
田

村
　

（
浅

川
地

区
）

入
破

、
女

獅
子

隠
し

、
岡

崎
万

灯
、

金
棒

、
太

刀
使

い
、

サ
サ

ラ
摺

り
、

獅
子

、
弊

負
・

軍
配

、
獅

子
、

笛
明

治
4

年
〜

5
年

に
狭

間
か

ら
伝

承
8/

28
　

8/
29

氷
川

神
社

表
1　

八
王

子
 獅

子
舞

一
覧
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（
一
）
獅
子
舞
の
演
目

　

三
匹
獅
子
舞
に
多
く
見
ら
れ
る
「
掛
り
演
目
」
お
よ
び
、
演
舞
の
中
心
と
な
る
「
女
獅
子
隠
し
」
は
八
王
子
市
内
で
も

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
市
内
の
獅
子
舞
の
演
目
は
地
域
に
よ
る
類
似
が
み
ら
れ
る
。

　

狭
間
の
獅
子
舞
と
氷
川
神
社
の
獅
子
舞
、
今
熊
と
田
守
の
獅
子
舞
は
そ
の
伝
承
経
路
か
ら
共
通
点
が
多
い
こ
と
は
当
然

で
あ
る
の
で
割
愛
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
石
川
町
龍
頭
の
舞
と
梅
坪
の
簓
獅
子
舞
で
あ
る
。
ほ
ぼ
全
て
の
演
目
が
「
掛

り
演
目
」
で
あ
り
、「
藤
掛
り
」「
毬
掛
り
」「
太
刀
掛
か
り
」
な
ど
共
通
す
る
名
称
も
多
い
。
ま
た
、
梅
坪
で
は
太
刀
使
い

が
か
つ
て
い
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
演
者
の
構
成
で
も
相
違
は
見
ら
れ
な
い
。
地
理
的
に
は
例
え
ば
今
熊
と

田
守
の
よ
う
に
隣
接
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
比
較
的
近
い
距
離
に
位
置
す
る
。
由
来
伝
承
で
も
伝
え
ら
れ
た
時
期

が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
か
し
ら
の
交
流
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
演
者
の
構
成

　

市
内
の
獅
子
舞
の
な
か
で
サ
サ
ラ
摺
り
は
小
津
の
み
登
場
し
な
い
。
し
か
し
、
万
灯
は
廃
絶
し
た
サ
サ
ラ
摺
り
の
代
わ

り
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
舞
場
で
も
他
の
獅
子
舞
の
サ
サ
ラ
摺
り
が
位
置
す
る
四
隅
に
万
灯
を
置
い
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
い
ず
れ
の
獅
子
舞
に
も
サ
サ
ラ
摺
り
は
登
場
す
る
（
し
て
い
た
）
こ
と
と
な
る
。

　

弊
負
は
お
ど
け
た
道
化
役
と
し
て
登
場
す
る
の
が
、
ひ
ょ
っ
と
こ
面
や
ば
か
面
を
つ
け
た
石
川
町
、
梅
坪
、
今
熊
、
田

守
、
山
入
、
小
津
で
あ
る
。
大
半
は
団
扇
を
採
物
と
す
る
が
、
石
川
町
龍
頭
の
舞
で
は
笹
を
、
田
守
神
社
の
獅
子
舞
で
は

撥
と
拍
子
木
を
持
つ
。
狭
間
と
氷
川
神
社
の
獅
子
舞
も
弊
負
は
登
場
し
大
団
扇
を
持
つ
が
、
他
の
弊
負
と
異
な
り
陣
笠
を
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被
り
道
化
役
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
ま
た
、
四
谷
の
龍
頭
舞
で
の
弊
負
は
演
舞
に
は
関
わ
ら

な
い
。
石
川
報
告
で
は
弊
負
に
代
わ
り
「
御
幣
持
ち
」
と
の
記
載
が
あ
り
（
石
川　

二
〇
一
一
a
）、「
庭
入
の
舞
」
と
「
弊

掛
り
の
舞
」
で
舞
場
の
中
央
に
置
く
御
幣
を
持
つ
役
割
で
あ
る
。
伊
藤
は
舞
場
中
心
に
置
か
れ
た
御
幣
に
神
降
ろ
し
の
機

能
を
見
出
し
て
い
る
（
伊
藤　

二
〇
一
〇
）。「
弊
負
」
が
「
御
幣
持
ち
」
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
石
川
町
龍
頭
の
舞
で
は

道
化
役
の
弊
負
が
依
代
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
笹
を
採
物
と
し
て
い
る
こ
と
と
結
び
つ
け
る
と
、
娯
楽
的
性
格
の
強
い

弊
負
は
舞
場
に
御
幣
を
置
か
な
い
獅
子
舞
に
と
っ
て
の
神
降
ろ
し
の
存
在
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
今
回
の
事
例
だ
け

で
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
今
後
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

　

太
刀
使
い
は
前
述
し
た
と
お
り
、
か
つ
て
は
い
た
と
い
う
梅
坪
の
獅
子
舞
を
踏
ま
え
る
と
、
今
熊
と
田
守
の
獅
子
舞
以

外
に
登
場
す
る
。
こ
の
内
、
流
派
を
名
乗
っ
て
い
る
の
は
四
谷
の
北
辰
一
刀
流
と
、
狭
間
と
氷
川
神
社
の
天
然
理
心
流
で

あ
る
。
天
然
理
心
流
は
八
王
子
と
は
縁
の
深
い
流
派
で
あ
る
。
戸
吹
に
は
天
然
理
心
流
創
始
者
の
近
藤
内
蔵
之
介
の
伝
法

帖
が
残
さ
れ
て
い
る
。
戸
吹
で
は
流
派
の
道
場
で
あ
る
戸
吹
道
場
が
あ
り
、
内
蔵
之
介
の
後
を
継
ぎ
二
代
目
と
な
っ
た
近

藤
三
助
が
道
場
長
で
あ
っ
た
。
三
助
の
弟
子
で
あ
る
近
藤
周
助
は
千
人
町
に
道
場
を
開
設
し
、
市
内
で
は
天
然
理
心
流
が

他
流
派
よ
り
も
広
が
り
を
み
せ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
狭
間
と
氷
川
神
社
の
獅
子
舞
が
天
然
理
心
流
を
名
乗
る

の
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
流
派
武
術
由
来
の
民
俗
芸
能
に
つ
い
て
は
田
邉
元
の
成
果（

8
）が
あ
る
が
、

獅
子
舞
と
流
派
を
持
つ
武
術
と
の
関
係
は
今
後
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

道
行
の
順
序
を
み
る
と
梅
坪
で
は
報
告
書
に
よ
っ
て
真
逆
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
他
の
獅
子
舞
と
比
較
す
る
と
『
八

王
子
市
史　

下
巻
』
が
順
当
で
あ
る
と
評
価
し
、
表
で
は
こ
ち
ら
の
順
序
を
示
し
た
。
順
序
が
不
明
な
石
川
町
及
び
、
太
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刀
使
い
が
い
な
い
今
熊
と
田
守
を
除
く
と
太
刀
使
い
か
万
灯
が
先
頭
と
な
る
。
ま
た
、
太
刀
使
い
は
必
ず
獅
子
舞
を
演
じ

る
前
に
演
舞
を
行
う
。
小
津
で
は
太
刀
使
い
が
「
清
め
を
し
て
境
内
に
入
る
」
と
の
報
告
が
あ
り
、
山
入
で
は
か
つ
て
は

琴
平
神
社
の
鳥
居
前
で
演
舞
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
四
谷
の
龍
頭
舞
で
は
太
刀
使
い
に
よ
る
四
方
固
め
が
行
わ
れ
て
お

り
、
総
じ
て
太
刀
使
い
は
獅
子
が
演
じ
る
場
を
祓
い
清
め
る
役
割
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
伊
藤
は
獅

子
の
道
行
き
で
あ
る
「
ム
ラ
回
り
」
の
中
で
花
笠
お
よ
び
万
灯
が
依
代
と
し
て
の
性
格
上
、
行
列
の
中
心
に
な
る
と
指
摘

し
て
い
る
（
伊
藤　

二
〇
一
〇
）。
確
か
に
八
王
子
市
内
の
獅
子
舞
に
も
花
笠
を
被
る
サ
サ
ラ
摺
り
は
す
べ
て
の
行
列
に
加

わ
り
、
小
津
で
は
途
絶
え
た
花
笠
に
代
わ
っ
て
万
灯
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
花
の
機
能
の
重
要
性
は
指
摘
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
八
王
子
の
獅
子
舞
は
太
刀
の
存
在
は
非
常
に
重
要
な
も
の
と
捉
え
て
お
り
、
太
刀
を

獅
子
の
行
列
の
付
属
と
し
て
の
み
考
え
る
べ
き
か
ど
う
か
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

（
三
）
由
来
伝
承

　

起
源
が
文
書
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
は
狭
間
の
獅
子
舞
の
み
で
あ
り
、
最
も
新
し
い
氷
川
神
社
の
獅
子
舞
を
除
い
て

は
い
ず
れ
も
地
域
の
由
来
伝
承
で
あ
る
た
め
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
氷
川
神
社
の
獅
子
舞
は
明
治
初
頭
、

田
守
神
社
の
獅
子
舞
と
山
入
の
簓
獅
子
舞
は
近
世
中
期
か
ら
後
期
、
そ
れ
以
外
は
中
世
以
前
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

狭
間
の
獅
子
舞
は
北
条
氏
照
、
小
津
の
獅
子
舞
は
武
田
勝
頼
が
由
来
に
登
場
す
る
が
、
武
田
伝
説
、
北
条
伝
説
は
市
内

各
地
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
武
田
氏
の
落
人
が
住
み
着
い
た
家
や
集
落
で
あ
る
と
い
う
伝
承
は
上
恩
方
町
、
戸
吹
町
、
浅

川
町
、
川
上
町
霞
町
、
梅
坪
町
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
敗
者
側
が
落
ち
延
び
た
家
で
は
門
松
を
立
て
な
い
、
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轡
の
音
も
し
な
い
よ
う
に
逃
げ
て
き
た
か
ら
ク
ツ
ワ
ム
シ
を
家
に
入
れ
て
は
い
け
な
い
、
と
う
も
ろ
こ
し
畑
で
破
れ
た
た

め
と
う
も
ろ
こ
し
を
作
っ
て
は
い
け
な
い
、
な
ど
の
禁
忌
を
伴
う
点
で
あ
る（

7
）。
し
か
し
、
獅
子
舞
の
由
来
伝
承
に
は
こ

う
し
た
禁
忌
は
伴
っ
て
い
な
い
。
小
津
の
獅
子
舞
は
、
武
田
信
勝
の
家
臣
で
あ
る
従
者
原
某
が
主
君
よ
り
拝
領
し
た
獅
子

舞
を
持
っ
て
逃
れ
小
津
に
住
み
、
雨
乞
い
の
た
め
に
舞
っ
た
こ
と
が
始
ま
り
だ
と
す
る
。
落
人
伝
説
と
雨
乞
い
の
舞
と
し

て
の
獅
子
舞
は
文
脈
と
し
て
つ
な
が
ら
な
い
が
、
三
匹
獅
子
舞
の
利
益
で
あ
る
雨
乞
い
は
各
所
で
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

伝
説
と
習
俗
が
合
致
し
た
結
果
の
由
来
伝
承
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
人
、
具
体
的
な
人
物
名
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
北
条
氏
照
だ
が
、
芸
能
に
関
わ
る
話
が
よ
く
み
ら
れ
る
。
昔
話
「
笛
継
観
音
」
は
、
氏
照
が
、
家
臣
が
壊
し
た
青
葉
の

笛
を
観
音
に
心
願
し
て
直
し
て
も
ら
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
昔
話
「
月
夜
が
峰
の
め
お
と
大
木
」
は
氏
照
の
家
臣
の
娘

と
笛
吹
の
若
者
が
恋
の
成
就
を
願
っ
て
願
掛
け
す
る
話
で
あ
る
が
、
二
人
の
出
会
い
の
き
っ
か
け
は
月
夜
が
峰
（
元
八
王

子
町
）
の
獅
子
舞
見
物
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
狭
間
の
獅
子
舞
に
は
北
条
氏
照
が
芸
能
を
愛
で
る
人
物
だ
っ
た
と
は
伝
わ
っ

て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
「
氏
照
か
ら
拝
領
し
た
獅
子
頭
」
が
獅
子
舞
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
ろ
う
。
歴

史
的
事
実
と
し
て
は
、
小
田
原
の
北
条
氏
政
の
三
男
で
あ
る
氏
照
が
入
城
し
た
滝
山
城
は
永
禄
二
年
（
一
五
六
九
）
の
武

田
氏
と
の
合
戦
を
経
て
、
八
王
子
城
に
移
り
、
そ
の
後
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
八
王
子
城

は
落
城
し
た
。
狭
間
の
獅
子
舞
の
由
来
伝
承
に
は
、
天
正
一
八
年
と
は
っ
き
り
あ
る
こ
と
か
ら
落
城
や
落
人
伝
説
と
の
関

わ
り
が
強
い
。
年
代
で
見
る
と
、
永
禄
年
間
に
伝
わ
っ
た
と
す
る
の
が
梅
坪
の
簓
獅
子
舞
で
あ
る
。
現
在
詳
細
は
伝
え
ら

れ
て
い
な
い
が
、
武
田
の
落
人
伝
説
と
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

武
田
・
北
条
伝
説
は
八
王
子
で
広
く
見
ら
れ
る
伝
承
で
あ
る
が
、
禁
忌
を
伴
わ
な
い
獅
子
舞
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
伝
説
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を
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
狭
間
の
獅
子
舞
と
狭
間
か
ら
伝
習
し
た
氷
川
神
社
の
獅
子
舞
で
は
巨
大
な
軍
配
が
獅
子

と
と
も
に
演
舞
す
る
。
三
匹
の
獅
子
の
ほ
か
に
道
化
役
（
弊
負
）
が
軍
配
を
持
つ
事
例
は
多
く
見
ら
れ
る
が
、
市
内
で
は

道
化
役
は
大
半
が
団
扇
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
狭
間
と
氷
川
神
社
の
獅
子
舞
は
道
化
役
が
持
つ
の
で
は
な
く
、
軍
配
を

持
つ
役
が
お
り
、
獅
子
舞
を
か
ら
か
う
よ
う
な
振
り
は
み
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
両
者
は
軍
配
役
の
他
に
陣
笠
を
つ
け
た

団
扇
役
も
登
場
す
る
。
狭
間
と
氷
川
神
社
で
は
軍
配
は
武
将
で
あ
る
北
条
氏
照
を
意
識
し
た
も
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
小
津
の
獅
子
舞
で
は
本
来
の
奉
納
場
は
由
来
伝
承
に
登
場
す
る
原
家
の
屋
敷
神
で
あ
っ
た
神
明
社
で
、
長
年
獅
子

宿
で
あ
り
家
の
庭
で
最
初
に
奉
納
さ
れ
て
い
た
。
原
家
は
伝
え
ら
れ
る
由
来
を
実
証
す
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
採

物
や
舞
の
場
と
伝
説
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
由
来
を
確
実
な
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
獅
子
舞
の
系
譜
を
武
将
に
組
み
込

む
こ
と
で
獅
子
舞
の
権
威
づ
け
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

石
川
町
龍
頭
の
舞
、
四
谷
の
龍
頭
舞
、
今
熊
神
社
の
獅
子
舞
は
中
世
以
前
に
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
寺
が

関
わ
る
由
来
伝
承
で
あ
る
。
表
に
示
し
た
当
初
の
上
演
期
日
は
、
明
治
以
降
の
神
仏
分
離
政
策
の
影
響
で
神
社
の
祭
礼
日

で
あ
る
。
ま
た
、
四
谷
の
龍
頭
舞
で
は
由
来
伝
承
に
登
場
す
る
宝
積
院
が
廃
寺
と
な
っ
て
お
り
、
明
治
初
期
に
は
獅
子
宿

も
点
々
と
移
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
近
世
に
は
す
で
に
諏
訪
神
社
の
祭
礼
時
の
奉
納
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
龍
頭
の
舞
300
周
年
記
念
誌
』
で
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
万
掛
覚
帳
』
を
み
る
と
、
獅
子
の
道
具
の
購
入
は
七
月
に
集

中
し
て
い
る
の
も
、
八
月
二
六
日
の
祭
礼
日
に
合
わ
せ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
寺
で
ど
の
よ
う
に
獅
子
舞
が
関
わ
り
を
持
っ

て
い
た
か
は
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
近
世
以
前
の
民
間
に
お
け
る
神
仏
習
合
の
信
仰
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

三
匹
獅
子
舞
は
「
部
落
の
共
有
物
」
で
、「
神
社
に
専
属
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
古
野
清
人
の
指
摘
に
も
通
じ
る
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（
古
野　

一
九
六
八
：
五
）。
さ
ら
に
は
、
石
川
町
龍
頭
の
舞
と
今
熊
神
社
の
獅
子
舞
は
由
来
伝
承
に
あ
る
寺
で
も
奉
納
を

行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
由
来
に
担
保
す
る
実
証
的
存
在
と
し
て
の
寺
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に
―
ま
と
め
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
今
後
の
三
匹
獅
子
舞
研
究
に
寄
与
す
る
た
め
の
試
み
と
し
て
、
八
王
子
市
内
の
獅
子
舞
の
概
況
を
ま
と
め
比

較
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
本
稿
で
は
音
楽
分
析
を
除
い
た
が
、
演
目
や
曲
目
か
ら
伝
承
経
路
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は

音
楽
分
析
は
欠
か
せ
な
い
。
ま
た
、
芸
態
分
析
も
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

　

獅
子
舞
の
概
況
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
数
年
間
大
半
の
団
体
が
休
止
し
て
い
た
こ
と
か
ら
筆
者
自
身
が
調
査

に
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
報
告
書
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
改
め
て
報
告
書
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
報
告

に
偏
り
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
特
に
伝
承
母
体
の
変
化
に
つ
い
て
は
詳
細
な
報
告
は
大
半
が
行
っ
て
い
な
い
。
現
在
、

梅
坪
以
外
は
保
存
会
が
伝
承
母
体
と
な
っ
て
い
る
。
保
存
会
の
発
足
年
が
明
ら
か
な
も
の
を
み
る
と
、
い
ず
れ
も
一
九
六

〇
年
代
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
市
の
文
化
財
指
定
を
受
け
る
に
あ
た
り
、
無
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
獅
子
舞
は
伝
承
団
体
を

挙
げ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
（
俵
木
二
〇
一
八
）。
し
か
し
、
保
存
会
は
こ
れ
ま
で
の
地
域
の
伝
承
状
況
、

伝
承
母
体
と
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
俵
木
悟
は
民
俗
芸
能
の
保
存
会
に
つ
い
て
「（
保
存
会
へ
の
）

改
称
・
再
編
の
実
態
と
、
そ
れ
が
民
俗
芸
能
の
伝
承
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
研
究
は
管
見
の
限

り
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
」
と
指
摘
す
る
（
俵
木　

二
〇
〇
九
：
八
六
）。

　

例
え
ば
氷
川
神
社
の
獅
子
舞
は
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
）
に
施
行
さ
れ
た
保
存
会
会
則
に
お
い
て
も
、
会
員
を
役
名
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で
称
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
点
に
お
い
て
氷
川
神
社
の
獅
子
舞
は
会
員
＝
以
前
の
伝
承
母
体
と
受
け
取
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
田
守
神
社
の
獅
子
舞
で
も
保
存
会
は
獅
子
舞
の
師
匠
で
あ
り
、
世
話
役
は
別
途
存
在
い
た
こ

と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
例
も
氷
川
神
社
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
の
報
告
が
な
け
れ
ば
ど
の
よ
う
な
人
々
が
保
存

会
を
構
成
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
。
俵
木
は
民
俗
芸
能
の
伝
承
は
恒
常
的
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

「
一
つ
の
運
動
体
」
と
捉
え
て
い
る
。
こ
の
見
解
を
踏
ま
え
れ
ば
、
先
に
示
し
た
氷
川
神
社
の
獅
子
舞
も
田
守
神
社
の
獅
子

舞
も
現
在
に
お
い
て
は
保
存
会
の
実
態
は
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
現
状
を
記
す
報
告
で
は
「
保
存
会

が
伝
承
し
て
い
る
」
と
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
誰
が
伝
え
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
現
在
は
誰
が
伝
え
て
い
る
か

と
い
う
変
遷
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
後
継
者
不
足
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
民
俗
芸
能
に
と
っ
て
、
そ
の
過
程
を

知
り
課
題
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
必
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
注（

1
）
鈴
木
通
大
は
、
三
匹
獅
子
舞
の
先
行
研
究
を
回
顧
し
た
上
で
、
神
奈
川
県
内
外
の
事
例
を
踏
ま
え
て
八
つ
の
課
題
を
整
理
し
て
い
る
。
こ

こ
で
い
う
鈴
木
の
指
摘
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
三
匹
獅
子
舞
研
究
は
大
半
が
「
民
俗
芸
能
プ
ロ
パ
ー
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
あ
る
が
、「
民

俗
学
プ
ロ
パ
ー
に
と
っ
て
も
重
要
な
研
究
分
野
」
で
あ
る
（
鈴
木　

二
〇
〇
八
：
五
二
）
と
い
う
点
で
あ
る
。

（
2
）
石
川
博
司
は
八
王
子
市
内
の
獅
子
舞
に
つ
い
て
一
九
九
〇
年
代
以
降
精
力
的
に
調
査
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
こ
の
中
か
ら
以
前

の
報
告
も
再
掲
し
て
い
る
二
〇
一
〇
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
を
参
照
す
る
。

（
3
）
近
世
よ
り
饅
頭
に
ゆ
か
り
の
あ
る
祭
り
と
さ
れ
て
い
る
。
厄
除
饅
頭
と
し
て
食
さ
れ
て
お
り
、
現
在
は
祭
礼
時
に
饅
頭
屋
が
境
内
で
販
売

し
て
い
る
。
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（
4
）『
鈴
木
日
記
』
五
の
解
題
を
担
当
し
た
加
藤
典
子
は
、「
獅
子
指
南
書
」
は
元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
に
下
椚
田
領
主
枚
だ
け
の
家
老
福

田
唯
右
衛
門
が
獅
子
の
見
聞
を
行
っ
た
際
に
届
け
出
た
書
面
で
、
そ
れ
を
鈴
木
佐
次
右
衛
門
が
筆
写
し
た
も
の
だ
と
分
析
す
る
。

（
5
）
八
王
子
千
人
同
心
の
家
で
あ
っ
た
石
川
家
が
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
よ
り
毎
日
書
き
継
が
れ
た
日
記
で
、特
に
東
浅
川
町
の
天
候
、仕
事
、

行
事
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
時
代
と
と
も
に
移
り
変
わ
る
地
域
社
会
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

（
6
）
平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
）
に
行
っ
た
筆
者
の
聞
き
書
き
調
査
よ
り
抜
粋
。
詳
細
は
『
新
八
王
子
市
史
民
俗
調
査
報
告　

第
二
集　

八
王

子
市
東
部
地
域　

浅
川
の
民
俗
』
第
九
章
「
二　

祭
囃
子
」
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。

（
7
）
武
田
・
北
条
伝
説
に
つ
い
て
は
、『
新
八
王
子
市
史　

民
俗
編
』「
第
二
章　

地
域
社
会
の
運
営
と
互
助
共
同
」「
第
一
節　

集
落
を
巡
る
さ

ま
ざ
ま
な
伝
承
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）
田
邉
元　

二
〇
一
九
「
つ
な
が
り
の
中
で
生
ま
れ
る
技 : 

神
道
香
取
流
に
み
る
技
の
復
元
」（『
現
代
姻
族
研
究
』
一
一
、
現
代
民
俗
学
会
）、

二
〇
一
七
「
村
落
に
お
け
る
武
術
伝
承
組
織
の
検
討
：
神
道
香
取
流
を
事
例
と
し
て
」『
体
育
学
研
究
』
六
二
、一
般
社
団
法
人
日
本
体
育
・

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
学
会
）、　

二
〇
一
六
「
秋
田
の
シ
シ
踊
り
に
伝
承
さ
れ
る
芸
能
武
術
：
村
落
社
会
に
お
け
る
武
術
伝
承
へ
の
考
察
」（『
ス

ポ
ー
ツ
人
類
學
研
究
』
一
八
、
日
本
ス
ポ
ー
ツ
人
類
学
会
）

参
考
文
献

石
川
博
司　

二
〇
一
〇
『
小
津
の
獅
子
舞
を
訪
ね
る
』
多
摩
獅
子
の
会

石
川
博
司　

二
〇
一
一
a
『
四
谷
龍
頭
の
舞
再
訪
』
多
摩
獅
子
の
会

石
川
博
司　

二
〇
一
一
b
『
美
山
の
獅
子
舞
』
多
摩
獅
子
の
会

石
川
博
司　

二
〇
一
一
c
『
石
川
龍
頭
の
舞
再
訪
』
多
摩
獅
子
の
会

石
川
博
司　

二
〇
一
二
『
梅
坪
の
獅
子
舞
を
訪
ね
る
』
多
摩
獅
子
の
会

石
川
博
司　

二
〇
一
三
a
『
続
・
狭
間
獅
子
舞
を
訪
ね
る
』
多
摩
獅
子
の
会
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石
川
博
司　

二
〇
一
三
b
『
続
・
東
浅
川
獅
子
舞
を
訪
ね
る
』
多
摩
獅
子
の
会

石
川
博
司　

二
〇
一
三
c
『
続
・
今
熊
獅
子
舞
を
訪
ね
る
』
多
摩
獅
子
の
会

石
川
博
司　

二
〇
一
五
『
続
・
田
守
の
獅
子
舞
を
訪
ね
る
』
多
摩
獅
子
の
会

伊
藤
純　

二
〇
一
〇
「「
三
匹
獅
子
舞
」
の
儀
礼
論
：
行
列
の
舞
と
い
う
二
重
構
造
に
着
目
し
て
」『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
四
八
号
、
民
俗
芸
能
学
会

大
村
達
郎　

一
九
九
七
「
三
匹
獅
子
舞
主
要
研
究
文
献
目
録
」『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
二
五
号
、
民
俗
芸
能
学
会

桑
都
民
俗
の
会
編　

一
九
九
七
『
八
王
子
小
津
の
民
俗
：
東
京
都
八
王
子
市
小
津
町
』
桑
都
民
俗
の
会

金
子
哲
也　

一
九
八
九
「
南
多
摩
の
獅
子
舞
」『
多
摩
の
あ
ゆ
み
』
第
五
六
巻
、
多
摩
中
央
信
用
金
庫

鈴 

木
通
大　

二
〇
〇
八
「「
三
匹
獅
子
舞
」
研
究
の
現
状
と
課
題
」
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
編
『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
神
奈
川
県

立
歴
史
博
物
館

川
口
地
区
社
教
郷
土
史
研
究
会
編
一
九
八
八
『
川
口
の
郷
土
史
』
川
口
地
区
社
教
郷
土
史
研
究
会

中
村
規　

一
九
九
二
『
江
戸
東
京
の
民
俗
芸
能
3　

獅
子
舞
』
主
婦
の
友
社

八
王
子
市
郷
土
資
料
館
編　

二
〇
二
一
『
下
椚
田
村
狭
間　

鈴
木
日
記
』
五
巻
、
八
王
子
市
教
育
委
員
会

八
王
子
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
八
〇
『
八
王
子
市
史　

下
巻
』
八
王
子
市
役
所

八
王
子
市
市
史
編
集
専
門
部
会
民
俗
部
会
編　

二
〇
一
二
『
新
八
王
子
市
史
民
俗
調
査
報
告　

第
一
集　

八
王
子
市
西
部
地
域　

恩
方
の
民
俗
』

八
王
子
市
総
合
政
策
部
市
史
編
さ
ん
室

八
王
子
市
市
史
編
集
専
門
部
会
民
俗
部
会
編　

二
〇
一
三
『
新
八
王
子
市
史
民
俗
調
査
報
告　

第
二
集　

八
王
子
市
東
部
地
域　

浅
川
の
民
俗
』

八
王
子
市
総
合
政
策
部
市
史
編
さ
ん
室

八
王
子
市
市
史
編
集
専
門
部
会
民
俗
部
会
編　

二
〇
一
五
『
新
八
王
子
市
史
民
俗
調
査
報
告　

第
四
集　

八
王
子
市
北
部
地
域　

加
住
の
民
俗
』

八
王
子
市
総
合
政
策
部
市
史
編
さ
ん
室

八
王
子
市
市
史
編
集
委
員
会
編　

二
〇
一
七
『
新
八
王
子
市
史　

民
俗
編
』
八
王
子
市

八 

王
子
市
文
化
財
保
護
審
議
会
編　

一
九
九
三
『
八
王
子
市
文
化
財
調
査
研
究
報
告
：
市
指
定
文
化
財
の
現
状
に
つ
い
て
』
八
王
子
市
教
育
委
員
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会
社
会
教
育
学
部
社
会
教
育
課
（
文
化
財
係
）

俵
木
悟　

二
〇
一
八
『
文
化
財
／
文
化
遺
産
と
し
て
の
民
俗
芸
能
：
無
形
文
化
遺
産
時
代
の
研
究
と
保
護
』
勉
誠
出
版

古 
野
清
人　

一
九
六
八
「
獅
子
の
民
俗
：
獅
子
舞
と
農
耕
儀
礼
」『
古
野
清
人
著
作
集　

第
六
巻　

日
本
の
民
俗
』
三
一
書
房
（
初
出
：
一
九
六
二
『
獅

子
の
民
俗
：
獅
子
舞
と
農
耕
儀
礼
』
岩
崎
美
術
社
）

四
谷
龍
頭
の
舞
300
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編　

二
〇
一
二
『
龍
頭
の
舞
300
周
年
記
念
誌
』
八
王
子
市
四
谷
町
会

四
谷
龍
頭
の
舞
保
存
会
編　

一
九
八
二
『
四
谷
龍
頭
の
舞
二
百
七
拾
周
年
記
念
誌
』
四
谷
龍
頭
の
舞
保
存
会
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